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第
一
章

ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
前
史

序
章
で
は
、
公
的
な
所
得
保
障
制
度
を
中
心
と
す
る
現
行
ア
メ
リ
カ
社

会
保
障
制
度
の
あ
ら
ま
し
を
叙
述
し
た
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
は
、
連
邦
直
轄
制
度
で
あ
る
O
A

S
D
I
が
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
他
の
諸
制
度
、
例
え
ば
メ

デ
イ
ケ
ア
、

s
s
Iを
中
心
と
す
る
公
的
扶
助
制
度
、
連
邦
公
務
員
・
鉄

道
職
員
と
い
っ
た
特
定
職
域
を
対
象
と
す
る
制
度
な
ど
は
、

O
A
S
D
I

と
制
度
的
関
連
性
を
保
ち
な
が
ら
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

ヲ
匂
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
あ
る
現
行
制
度
も
、
そ
の
出
発

点
は
、
既
に
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
(
お
よ
び
一
九
三
九
年
修
正
法
)
に
あ
る
。
そ

こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
法
律
の
具
体
的
検
討
を
行
な
う
に
先
立
ち
、
そ
の

前
史
と
も
い
う
べ
き
、
植
民
地
時
代
か
ら
一
九
二

0
年
代
に
至
る
ア
メ
リ

カ
社
会
保
障
制
度
の
歴
史
的
展
開
過
程
を
辿
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
叙

述
は
概
略
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
で
も
自
立
・
自
助

の
強
調
と
い
う
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
特
徴
的
な
考
え
方
の
歴
史
的
背
景

を
、
ご
く
一
端
で
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
ニ

O
世
紀
の
社
会
保
険
運
動
を
中
心
と
す
る
動
き
は
、

九

五
年
社
会
保
障
法
の
制
定
と
間
接
的
に
結
び
付
く
背
景
説
明
と
し
て
、
重

要
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
章
は
右
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
第

一
節
に
お
い
て
一
七
世
紀
植
民
地
時
代
以
来
の
救
貧
制
度
の
展
開
過
程
を

概
説
し
、
さ
ら
に
第
二
節
で
は
、
ニ

O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
公
的
所
得

保
障
制
度
の
展
開
過
程
を
、
社
会
保
険
運
動
を
中
心
に
探
る
こ
と
に
す

る。
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本
章
第
一
節
は
、
主
と
し
て
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
て
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
一
番
ケ
瀬
康
子
『
ア
メ
リ
カ
社
会
福
祉
発
達

史
』
(
光
生
館
、
一
九
六
六
年
)
、
右
田
紀
久
恵
・
高
沢
武
司
・
古

川
孝
順
編
『
社
会
福
祉
の
歴
史
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
)
H

(
古
川
執
筆
)
。
巧
回

-zこ
・
、
H
，
E同
門
口

2
・
宅
。
送
、
。
。
『

h
b
s
s

意
志
ミ
め
室
町

w(zgJ円。昇一、
H
，

Z
P
2
-
4
2印
L
申
立
)
(
邦

訳
、
ウ
オ
ル
タ
l
・
I
・
ト
ラ
ッ
ト
ナ

1
(古
川
孝
順
訳
)
『
ア
メ

リ
カ
社
会
福
祉
の
歴
史
』
(
川
島
書
底
、
一
九
七
八
年
)

)

w

河ミ

阿と

g
s
-
M
2常
匂
3食
事
、
『
M
U
S
N
P
S
3
.
?
N
b
S
H
U
L出・

(Egσ
ロ
有
一

C
E
4
。
間
百
円
Z
σ
R
m
H
ν
z
n
L富
町
)
(
邦
訳
ロ

イ
・
ル
パ
ヴ
(
古
川
孝
順
訳
)
『
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
前
史
』
(
川

島
書
底
、
一
九
八
二
年
)
)
(
前
者
は
一
九
八
六
年
改
訂
版
、
後
者

1 



は
初
版
の
邦
訳
で
あ
る
。

)
w
E
5
2
、
吋
・
同
》
相
互
巾
門
的
。
ロ
・
み
さ
m
3
.
S
Jザ

匂
道
路
町
内

b
h
b
S
H
E
-町喜
w

包
S
l
N
U
∞u・
(PB耳
E
m
p

冨
宮
間
・
一
回
出
円
4
・
C
E〈・

pdg-HSm)
・河。
σσ
巾
円
仲
間
・
回

2
5ロ
qv

N

サ
さ
さ

F
F
司
む
局
、
H
p
h
w
(
Z
巾さ
J

へ2
W
C
E
4・
3
6
8・H
U
吋
N
)

・

な
お
、
第
二
節
の
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
掲
げ
る

こ
と
に
す
る
。

そ
の
他
、
「
は
じ
め
に
L

で
掲
げ
た
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
特

に
、
井
出
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
福
祉
国
家
』
」
、
馬
場
「
ニ
ュ
ー

デ
ィ
l
ル
と
『
偉
大
な
社
会
』
L

、
谷
寸
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
の
展

開
l
l
三
五
年
法
に
至
る
」
)

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

第

節

救
貧
法
か
ら
社
会
事
業
へ
の
系
譜

第
一
項
救
貧
法
の
時
代
|
|
植
民
地
時
代

周
知
の
通
り
、
一
七
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
は
未
だ
植
民
地
時
代
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
異
な
り
封
建
時
代
を
経
ず
、
土
地
は
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
の
追
放
に
よ
っ
て
、
ま
た
労
働
力
は
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
流

入
し
た
移
民
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
等
と
は

異
な
っ
た
背
景
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
農
業

中
心
の
社
会
に
お
い
て
貧
困
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
の
救
貧
は
、
基
本
的
に
は
共
同
体
内
に
お
け
る
相

互
扶
助
に
依
存
し
て
い
た
が
、
倹
約
・
勤
勉
を
美
徳
と
し
、
怠
惰
を
悪
徳

と
見
倣
す
ピ
ュ
l
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
影
響
の
下
、
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
次
第
に
貧
困
者
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
各
植
民
地
で
は
、

対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

一
六
四
六
年
の
ヴ
ァ

1
ジ
ニ
ア
に
端
を
発
し
、
各
植
民
地
に
救
貧
法
が

(2) 

制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
六

O
一
年
の
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
を
範
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
一
般
に
、
北
部
で
は
タ
ウ
ン
(
司
。
者
ロ
)
、

南
部
で
は
教
区
(
独
立
革
命
期
以
降
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
ゎ

2
5
1
中
心
の

救
貧
行
政
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
現
物
・
金
銭
給
付
と
い
っ
た

形
式
で
の
居
宅
救
護
が
中
心
で
あ
り
、
受
給
者
名
簿
の
公
開
、
公
民
権
の

停
止
と
い
っ
た
不
名
誉
・
不
利
益
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
不
定

住
貧
民
の
発
生
と
と
も
に
、
定
住
権
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
労

働
能
力
を
有
す
る
貧
困
者
に
つ
い
て
は
強
制
労
働
、
児
童
に
つ
い
て
は
徒

弟
制
度
な
ど
に
よ
る
処
遇
が
行
な
わ
れ
た
。

一
八
世
紀
に
入
る
と
、
未
だ
一
部
に
は
限
ら
れ
て
い
た
が
特
に
北
部
・

中
部
に
お
い
て
、
授
産
施
設
を
も
っ
公
立
救
貧
院
(
白

-
g
m
E
5巾
)
に
よ
る

院
内
救
護
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
の
救
貧
院
に
お
げ

る
保
護
は
、
一
般
に
そ
の
者
が
貧
困
に
陥
っ
た
原
因
l
|
社
会
経
済
的
要

因
か
、
肉
体
的
・
精
神
的
要
因
か
ー
ー
に
よ
る
区
別
を
知
ら
ぬ
も
の
で
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あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
貧
困
観
は
、
貧
困
を
あ
く
ま
で
個
人
の
責
任
と
し

て
捉
え
る
と
い
う
意
味
で
、
個
人
責
任
的
貧
困
観
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ

切っ。
一
方
、
独
立
戦
争
の
時
期
に
か
け
て
、
避
難
民
・
遺
族
・
退
役
軍
人
な

ど
の
保
護
の
た
め
、
従
来
地
方
単
位
で
行
な
わ
れ
て
き
た
救
貧
行
政
が
州

単
位
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
(
州
貧
民
的

g
g℃
g円
の
出
現
)
。
一
時
的
措
置

で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
そ
の
動
き
は
、
そ
の
後
に
み
ら
れ
る
同
様
の
傾
向
の

端
緒
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
救
貧
行
政
の
発
展
と
並
ん
で
、
民
間
に
よ
る

慈
善
事
業
も
実
施
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
、
特
に
北

部
で
は
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
影
響
も
あ
り
さ
し
た
る
展
開
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
一
方
で
貧
窮
者
が
増
大
す
る
と
と
も

に
、
他
方
で
資
産
の
増
大
・
蓄
積
が
進
み
、
慈
善
事
業
が
展
開
を
見
せ
た
。

そ
の
主
な
担
い
手
は
、
教
会
、
篤
志
家
に
よ
る
友
愛
団
体
な
ど
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
般
に
植
民
地
時
代
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧

法
を
範
と
し
た
救
貧
行
政
が
地
方
単
位
で
行
な
わ
れ
、
民
間
慈
善
事
業
も

行
な
わ
れ
た
が
、
既
に
労
働
の
機
会
が
無
限
に
存
在
し
、
自
助
の
観
念
が

根
強
い
植
民
地
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
救
貧
措
置
が
果
た
し
た
役
割
は

小
さ
か
っ
た
と
い
え
る
。

(
1
)
 
本
文
の
叙
述
か
ら
推
察
し
う
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
貧
困
救

済
は
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
に
(
職
域
団
体
が
発
達
し
た
ド
イ
ツ
な
ど

と
は
異
な
り
て
「
地
域
L

が
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
。

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
『
ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
障
』
(
一
九
五
六

年
)
三
頁
な
ど
。
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つ
'"' ) 

q 、J

叶

ESHR-
守
む
き

F
F
m
3
0『

h
a
g
H
O
建問
hpミ
匂
SFFH)ω
由・

居
宅
救
護
か
ら
院
内
救
護
へ

-

1

独
立
戦
争
と
産
業
革
命
の
開
始

一
七
七
五
年
に
開
始
さ
れ
た
独
立
戦
争
を
経
て
、
連
邦

国
家
と
し
て
独
立
し
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
南
部
に
お
い
て
従
来
の

教
区
に
代
わ
り
カ
ウ
ン
テ
ィ
を
単
位
と
す
る
公
的
救
貧
制
度
が
確
立
し
た

こ
と
を
除
け
ば
(
宗
教
と
国
家
の
分
離
)
、
主
と
し
て
地
方
単
位
で
行
な
わ

れ
て
い
た
救
貧
制
度
に
直
接
的
な
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
各
州
が
州
法
に
よ
り
制
定
し
た
救
貧
法
は
、
救
貧
行
政
の
責
任
が
各

自
治
体
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
州
権
に
重

き
を
お
く
連
邦
制
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
公
的
福
祉
制
度
に
中
央
政
府
が

責
を
負
わ
な
い
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
を
生
み
出
し
、
そ
れ
は
、
一
九

三
五
年
社
会
保
障
法
の
制
定
を
経
た
今
日
で
も
な
お
、
全
分
野
に
わ
た
る

全
国
的
な
統
一
制
度
が
存
し
な
い
と
い
う
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
の
制
度
的

第
二
項

ア
メ
リ
カ
は
、
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特
徴
の
一
っ
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
(
公
的
福
祉
制

度
の
多
元
的
構
造
)
。
た
だ
し
独
立
戦
争
は
、
啓
蒙
思
想
と
結
び
つ
い
て
、

一
方
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
道
主
義
(
F
Z
自
由
E
C
E出
口
町

S
)
と
慈

(1) 

善
・
博
愛
の
精
神
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
自
助
の
観
念
を

一
層
助
長
す
る
契
機
と
な
っ
た
。

一
九
世
紀
に
入
る
と
、
南
部
は
イ
ギ
リ
ス
綿
工
業
に
対
す
る
原
料
供
給

地
と
化
し
た
が
、
北
部
で
は
急
激
な
工
業
化
が
進
め
ら
れ
た
。
従
来
、
基

本
的
に
農
業
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
が
、
工
業
国
と
し

て
の
発
展
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
市
場
の
拡
大
、
産
業
の
発
展
は
、
次

第
に
都
市
を
発
達
せ
し
め
、
都
市
部
に
お
け
る
賃
金
労
働
者
層
が
増
大
し

た
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
不
安
定
な
雇
用
事
情
の
下
に
あ
り
、
度
重
な
る
恐

慌
に
よ
る
景
気
循
環
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
げ
、
救
貧
制
度
は
舷
大
を
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
こ
の
時
期
、
西
部
開
拓
地
の
存
在
が
失

業
・
貧
窮
緩
和
策
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
西

漸
運
動
は
、
上
述
し
た
独
立
革
命
や
そ
れ
に
先
立
つ
啓
蒙
思
想
の
興
隆
と

相
候
っ
て
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
労
働
能
力
あ
る
者
に
対
す
る
自

助
・
自
立
の
風
潮
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
貧
困
の
社
会
経
済

的
性
格
は
、
未
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
二
つ
の
有
名
な
レ
ポ
ー
ト
が
出
さ
れ
、
ア
メ

リ
カ
救
貧
法
の
方
向
づ
け
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
一
八
二
一
年
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
救
貧
に
関
す
る
委
員

会
の
報
告
書
で
あ
る
ク
イ
ン
シ

l
・
レ
ポ
ー
ト

(
C
ロ巾

gミ
河
岳
。
ユ
)
が

出
さ
れ
た
。
同
レ
ポ
ー
ト
は
居
宅
救
護
の
不
経
済
性
、
授
産
施
設
を
伴
う

救
貧
院
の
経
済
性
を
説
い
た
。

次
に
、
一
八
二
四
年
に

I
・

v-
イ
エ

l
ツ
(
]
〈
・
〈
白
芯
印
)
に
よ
っ

て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
議
会
に
提
出
さ
れ
た
イ
エ

l
ツ
・
レ
ポ
ー
ト
(
ペ
忠

g

m
8
0
5
は
、
従
来
の
居
宅
救
護
に
か
わ
っ
て
院
内
救
護
を
主
要
形
態
と

し
、
救
貧
院
を
救
貧
の
中
心
と
す
る
こ
と
、
健
康
な
労
働
能
力
あ
る
者
の

救
済
は
行
な
わ
な
い
こ
と
、
タ
ウ
ン
に
代
わ
っ
て
カ
ウ
ン
テ
ィ
を
救
貧
実

施
行
政
主
体
と
す
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
た
。

こ
れ
ら
の
レ
ポ
ー
ト
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
方
向
性
は
広
く
支
持
さ

れ
、
実
現
に
向
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
前
半
に
は
、
公
的
救
済
手

段
と
し
て
、
従
来
の
居
宅
救
護
に
か
わ
っ
て
救
貧
院
を
中
心
と
す
る
院
内

救
護
が
基
本
的
な
形
態
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
救
済
は
、
労
働
能
力
あ
る

者
に
対
し
て
は
制
限
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

一
方
、
こ
の
よ
う
な
自
助
努
力
の
強
調
は
、
慈
善
・
博
愛
事
業
の
興
隆

を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
間
の
慈
善
事
業
は
、
公

的
機
関
に
か
わ
っ
て
失
業
者
、
労
働
能
力
あ
る
者
を
対
象
と
す
る
居
宅
救

護
を
行
な
う
機
関
と
し
て
の
機
能
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
一

九
世
紀
に
入
り
そ
の
数
を
増
し
、
特
に
東
部
諸
都
市
に
は
恐
慌
時
の
飢
餓

北法40(4・169)1003
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を
救
う
た
め
の
ス

l
プ
・
ハ
ウ
ス
や
、
そ
の
他
の
民
間
慈
善
団
体
が
形
成

さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
八
四
三
年
に
設
立
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
「
貧
民
状
態
改
良
協
会

(
A
I
C
P
一
〉
∞

g
己
主
芯
口
問
。
ニ
ヨ
官
。
〈
吉
m

p
o
。
。
ロ
岳
巴
。
ロ
。
同
同
町
四
句
。
。
吋
)
」
に
よ
り
、
従
来
の
慈
善
活
動
が
無
組

織
・
無
秩
序
で
あ
っ
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
貧
困

が
基
本
的
に
は
道
徳
的
・
個
人
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
な
が

ら
、
個
別
的
、
非
物
質
的
な
援
助
活
動
を
主
と
す
る
救
済
が
行
な
わ
れ
た
。

な
お
、
居
宅
救
護
に
関
し
て
は
、
イ
エ

l
ツ
・
レ
ポ
ー
ト
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
北
部
に
お
い
て
も
従
来
の
タ
ウ
ン
立
か
ら
カ
ウ
ン
テ
ィ
立
の
施

設
が
活
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
さ
ら
に
州
立
の
施
設
も
登
場
し
て
き
た
。

人
口
の
流
動
化
に
よ
る
居
住
権
を
も
た
な
い
貧
窮
者
(
州
貧
民
)
の
増
大
、

カ
ウ
ン
テ
ィ
立
施
設
の
保
護
形
態
の
未
分
化
(
健
常
者
、
病
人
、
精
神
異

常
者
な
ど
が
一
律
に
収
容
さ
れ
て
い
た
)
が
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。
特
に

後
者
に
つ
い
て
は
、

D
・
L
・
デ
イ
ツ
ク
ス

(
0
2
0同
宮
田
口
口
骨
豆
凶
)

の
活
躍
も
あ
っ
て
州
立
の
救
貧
院
が
設
立
さ
れ
、
精
神
病
者
な
ど
特
殊
な

処
遇
を
要
す
る
者
の
隔
離
・
救
護
が
、
一
部
で
は
あ
っ
た
が
州
レ
ベ
ル
で

行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
時
期
に
は
、
さ
ら
に
救
貧
行
政
の
実
施
主
体
と
の
関
係
で
、
連
邦

政
府
に
援
助
を
求
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
デ
イ
ツ

ク
ス
が
連
邦
議
会
に
対
し
、
精
神
病
者
の
病
院
・
施
設
を
建
設
す
る
た
め

の
土
地
を
連
邦
の
固
有
地
か
ら
州
に
与
え
る
よ
う
求
め
る
陳
情
を
行
な
っ

た
。
こ
れ
を
受
け
て
一
八
四
八
年
に
提
出
さ
れ
た
法
案
は
、
精
神
病
者
の

た
め
に
一
、

0
0
0万
エ
ー
カ
ー
、
視
覚
・
聴
覚
・
雪
一
口
語
障
害
者
に
二
二

五
万
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
割
り
当
て
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
一

八
五
四
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
両
院
を
通
過
し
た
。
し
か
し
、
ピ
ア

1
ス

大
統
領
に
よ
る
拒
否
権
が
発
動
さ
れ
、
結
局
こ
の
法
案
は
実
現
を
み
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
定
の
ニ
!
ズ
が
存
し
な
が
ら
も
、
州
権
尊
重

の
立
場
か
ら
連
邦
政
府
は
関
与
し
な
い
と
い
う
福
祉
領
域
に
お
げ
る
連
邦

政
府
の
消
極
的
態
度
は
、
二

O
世
紀
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

北法40(4・170)1004

(
1
)
 
、H
，
E
門吉巾「
-
M
マ
ミ
誌
、
も
も
『

h
b
s
h
o
意
志
ミ
匂
む
な

-
E吋・

イ
エ

1
ツ
・
レ
ポ
ー
ト
は
、
そ
の
他
、
契
約
制
度
、
競
売
制
度

に
基
づ
く
貧
民
の
取
扱
い
の
非
人
道
性
な
ど
、
救
済
の
過
酷
さ
を

指
摘
し
て
い
る
。

2 3 

イ
ギ
リ
ス
で
も
、
一
八
三
四
年
救
貧
法
改
正
法
に
先
立
ち
委
員

会
報
告
書
が
、

E
-
チ
ャ
ド
ウ
イ
ツ
ク
(
開
己
主
ロ

Q
g
広三
nw)

ら
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
勧
告
の
中
で
も
、
被
救
済
者
に

対
す
る
劣
等
処
遇
(
ぽ
師
団
丘
町

m
g
E
q
)
と
居
宅
救
護
の
廃
止
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
劣
等
処
遇
の
背
後
に
は
、
や
は
り
貧
困
の
原
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(
4
)
 因

が
人
間
的
欠
陥
に
あ
る
と
の
見
方
が
あ
っ
た
。

B
・
ロ
ジ
ャ
ー

ス
(
美
馬
孝
人
訳
)
『
貧
困
と
の
闘
い
』
(
梓
出
版
社
、
一
九
八
六

年
)
二
七
頁
以
下
、
寸
円
阻
害
戸
巾

F
Z∞l
-

』
-
堂
、
-
志
印
・
し
か
し
、
後
に

A
I
C
P
は
、
貧
困
者
の
お
か
れ
た

環
境
に
も
目
を
向
け
、
金
銭
給
付
、
社
会
改
良
の
先
駆
的
主
張
さ

え
行
う
に
至
る
。

is.h戸
豆
町
・

既
に
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
先
例
が
あ
っ
た
。

5 6 
ι『

~vRhF
℃
印
∞
-

一
九
世
紀
に
お
け
る
英
米
の
救
貧
行
政
の
あ
り
方
と
い
う
観
点

か
ら
み
た
場
合
、
貧
困
者
に
対
す
る
生
活
保
障
の
確
保
の
み
な
ら

ず
、
労
働
へ
と
向
か
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
の
付
与
と
い
う
相
反
す

る
利
益
を
も
追
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
必
然
的

に
劣
等
処
遇
ー
ー
そ
の
具
体
的
手
段
と
し
て
の
労
役
場

(gRr'

Z
5巾
)
と
ミ

l
ン
ズ
・
テ
ス
ト
|
|
の
原
理
が
強
調
さ
れ
、
運

営
上
の
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
英
米
救
貧
行
政
に
み
ら
れ
る
共
通
の
特
徴
に
加
え
、

本
文
に
述
べ
た
連
邦
制
の
枠
組
み
(
中
央
規
制
官
庁
が
な
い
こ
と
)

は
、
さ
ら
に
全
国
的
な
一
貫
性
す
ら
欠
く
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
救

貧
行
政
特
有
の
「
不
十
分
さ
L

を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
o

E
σ
0
5同
J

だ
め
き
高
↑
h

町、、
~
w
c
s
a
n
S
3
.九
F
H
u
s
-
N
b
h
w
h
w

古
田
】
]
{
∞

ωーー印

第
三
項
慈
善
組
織
運
動
の
発
展
|
|
南
北
戦
争
以
後

北
部
工
業
資
本
と
南
部
プ
ラ
ン
テ
l
シ
ヨ
ン
資
本
と
の
確
執
が
爆
発
し

た
南
北
戦
争
は
、
工
業
資
本
を
擁
す
る
北
部
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
こ
の

内
戦
は
、
州
政
府
な
ど
か
ら
軍
人
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
行
わ
れ
る
公
的

救
済
を
一
時
的
に
増
加
せ
し
め
た
。
し
か
し
戦
後
に
な
る
と
、
自
助
と
責

任
を
強
調
す
る
自
由
放
任
主
義
的
な
思
潮
が
社
会
ダ
l
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
背

景
と
し
て
広
ま
り
、
貧
困
を
個
人
の
責
に
帰
す
る
貧
困
観
が
よ
り
一
層
定

着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
失
業
者
や
労
働
能
力
あ
る
者
の
貧
困

に
対
し
て
は
、
公
的
な
救
済
が
制
限
さ
れ
、
民
聞
の
慈
善
事
業
が
中
心
と

な
る
傾
向
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
民
間
慈
善
事
業
は
次
第
に
そ
の
数
を
増
し
て
い
っ
た
が
、
前

項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
無
秩
序
な
慈
善
活
動
に
対
す
る
批
判
か
ら
慈
善

組
織
化
運
動
が
広
が
り
を
み
せ
、
各
地
に
慈
善
組
織
協
会
が
設
立
さ
れ

た
。
協
会
は
各
慈
善
団
体
の
情
報
交
換
機
関
と
し
て
機
能
す
る
に
と
ど
ま

ら
ず
、
積
極
的
な
貧
困
へ
の
対
処
を
も
意
図
し
て
い
た
。
救
済
の
手
段
と

し
て
は
、
後
の
ソ

1
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
ク
の
前
身
で
あ
る
ワ

1
カ
ー
に
よ
る

友
愛
訪
問
な
ど
、
物
的
な
給
付
よ
り
も
む
し
ろ
「
自
助
L

に
根
ざ
し
た
精

神
的
な
援
助
を
行
っ
た
。
こ
の
創
始
期
に
お
け
る
協
会
の
性
格
も
、
効
率

北法40(4・171)1005
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的
な
救
済
の
実
施
と
と
も
に
改
め
て
自
助
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
目
的
は
、
「
貧
窮
の
減
少
」
と
い
う
よ
り
「
被
救
済
者
の
減
少
」
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

ま
た
、
民
間
慈
善
事
業
の
組
織
化
と
と
も
に
、
救
貧
院
を
中
心
と
す
る

公
立
施
設
に
つ
い
て
も
組
織
化
が
図
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に

あ
っ
て
は
、
救
貧
の
対
象
と
な
る
者
の
性
質
に
応
じ
た
(
精
神
病
院
、
孤

児
院
な
ど
)
州
立
施
設
の
増
加
が
続
い
て
い
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
一
八

六
三
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
州
に
州
慈
善
委

員
会
が
常
設
さ
れ
る
に
至
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
州
施
設
の
指
導
・
監
督
に

よ
る
合
理
化
・
効
率
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
委
員
会
は
、

場
合
に
よ
り
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
立
、
地
方
自
治
体
立
の
施
設
に
対
す
る
州
政

府
に
よ
る
援
助
の
是
非
を
勧
告
す
る
権
限
を
も
有
し
て
い
た
。

(
1
)
 
連
邦
政
府
は
依
然
と
し
て
こ
の
分
野
へ
の
関
与
に
消
極
的
で

あ
っ
た
が
、
戦
争
を
契
機
と
し
て
一
時
的
に
公
衆
衛
生
の
分
野
に

乗
り
出
し
た
。
吋

E
3ロ
2
・
、
さ
さ
苫
ミ
ト
む
さ
な
笥

h
S認

め
HaHmwug--
さ
ら
に
、
奴
隷
か
ら
開
放
さ
れ
た
自
由
民
(
明
日

a-

sg)を
救
済
す
る
た
め
、
連
邦
の
機
関
で
あ
る
避
難
民
・
自
由

民
・
遺
棄
土
地
局
面
再

gzohHN巾
Emmg-
司

z
a
B
g
g仏

〉

σ白
ロ
号
ロ
包
戸
田
白
色
目
)
が
陸
軍
省
内
部
に
設
置
さ
れ
た
(
一
八
六

(2) 五
年
か
ら
一
八
七
二
年
ま
で
)
。

一
番
ヶ
瀬
康
子
『
ア
メ
リ
カ
社
会
福
祉
発
達
史
』
八
四
頁
。
こ

の
運
動
は
、

s
・
ガ

l
テ
ィ
ー
ン

G
Z立
Mg出
・
の
ロ
ユ

2
ロ
)
に

よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
で
発
展
し
た
慈
善
組
織
化
運
動
が
紹
介
さ
れ
た

こ
と
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
運
動
に
つ
い

て
は
、

B
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
『
貧
困
と
の
闘
い
』
三
九
頁
以
下
。
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第
四
項
社
会
事
業
の
成
立

|
l
一
九
世
紀
末
以
後

工
業
生
産
力
が
イ
ギ
リ
ス
を
凌
い
で
世
界
第
一
位
と
な
る
な
ど
、
一
九

世
紀
末
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
は
工
業
国
と
し
て
ま
す
ま
す
発
展
を
遂
げ
て

い
っ
た
。
だ
が
こ
う
し
た
工
業
化
の
進
展
は
、
急
激
な
都
市
化
を
も
た
ら

し
、
ト
深
刻
な
不
況
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
諸
々
の
社
会
矛
盾
を
顕
在
化

さ
せ
る
に
至
っ
た
。
と
り
わ
け
一
八
八
二
年
な
ら
び
に
一
八
九
三
年
と
続

い
た
小
況
は
、
大
量
の
失
業
を
生
ぜ
し
め
た
。
こ
の
た
め
、

A
F
L
(
ア

メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
)
の
結
成
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
熟
練
工
を
中
心
と

す
る
労
働
運
動
が
活
発
に
な
っ
た
が
、
非
熟
練
労
働
者
は
こ
の
組
織
化
か

ら
取
り
残
さ
れ
、
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
者

は
、
都
市
部
に
お
け
る
貧
困
、
ス
ラ
ム
の
発
生
の
一
因
と
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
下
で
一
九
世
紀
末
に
は
、
貧
困
を
個
人
的
な
要
因
に
の
み

帰
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
経
済
的
要
因
に
着
目
す
る
考
え
方
が
登



アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

場
し
て
く
る
に
至
っ
た
(
社
会
責
任
的
貧
困
観
)
。
そ
れ
は
、
従
来
の
自
由

放
任
主
義
へ
の
批
判
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
思
想
を
背
景
と
し
て
、
従
来
の
慈
善
組
織
協
会
に
反

発
す
る
社
会
改
良
家
に
よ
り
、
一
八
八
六
年
の
隣
人
ギ
ル
ド

(zamyσ2・

z。
。
色
。
巳
広
)
、
一
八
八
九
年
の
ハ
ル
・
ハ
ウ
ス
(
国
己
-
E。
5
巾
)
を
は

じ
め
と
す
る
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
が
開
始
さ
れ
、
急
激
な
発
展
を
遂
げ

た
。
こ
れ
は
、
地
域
に
お
け
る
一
種
の
相
互
扶
助
組
織
の
指
導
を
目
指
す

民
間
の
教
育
・
博
愛
的
事
業
で
あ
っ
た
。
従
来
の
慈
善
組
織
運
動
の
よ
う

に
、
自
ら
慈
善
の
分
配
者
と
し
て
優
越
的
地
位
に
立
つ
こ
と
を
前
提
と
す

る
の
で
は
な
く
、
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
ワ
l
カ
l
は
、
自
ら
を
貧
民
の
隣
人

と
考
え
る
立
場
を
基
盤
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
単
な
る
精
神
的
、
道
徳
的

な
援
助
で
貧
困
が
解
消
し
う
る
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
よ
り
進
ん
で

社
会
改
革
を
意
図
し
て
い
た
。

二
O
世
紀
に
入
る
と
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
主
と
し
て
労
働
能
力
の

な
い
者
の
院
内
救
護
に
実
質
的
に
縮
減
さ
れ
て
き
た
公
的
責
任
、
再
度
拡

大
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
方
で
こ
の
時
期
に
か
け
貧
困
予
防
的
な
社

会
政
策
・
社
会
立
法
が
登
場
す
る
と
と
も
に
、
他
方
、
失
業
、
業
務
上
災

害
、
疾
病
、
老
齢
な
ど
、
一
定
の
社
会
危
険
を
担
保
す
る
た
め
の
社
会
保

険
の
制
度
化
に
向
け
て
、
立
法
運
動
が
活
発
化
し
た
。

ま
た
、
従
来
の
慈
善
事
業
は
、
社
会
改
良
運
動
の
興
隆
や
社
会
科
学
、

と
り
わ
げ
社
会
学
の
発
展
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
社
会
事
業
へ
と
変
質
す

る
に
至
つ
む
社
会
事
業
に
携
わ
る
者
は
専
門
職
化
に
精
力
を
傾
け

(ソ

l
シ
ヤ
ル
ワ

1
ク
の
専
門
職
化
)
、
特
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
目
を
専
ら
内
部
技
術
の
充
実
に
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一

方
、
社
会
改
良
の
流
れ
は
そ
の
社
会
活
動
と
し
て
の
重
要
性
を
減
じ
、
セ

ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
は
衰
退
に
向
か
っ
た
。

一
九
世
紀
末
に
お
け
る
、
植
民
地
時
代
以
来
い
わ
ば
寸
安
全
弁
」

と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
消
滅
、
労
働

力
需
要
の
増
大
に
対
応
し
て
急
激
に
増
加
し
た
移
民
、
さ
ら
に
小

家
族
化
の
進
行
に
よ
る
家
族
の
近
代
化
と
い
っ
た
社
会
変
動
要
因

が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
。

(2)

セ
ツ
ル
メ
ン
ト
活
動
も
、
慈
善
組
織
協
会
と
同
様
、
イ
ギ
リ
ス

に
そ
の
先
例
を
有
し
て
い
た
。
、
H
，

E
S
M
m
F
守
S
N
3
0『
N
Q
H
-

F
C

憲
容
認
匂
室
町

-zt・

(3)

一
九
一
三
年
に
労
働
省
が
独
立
し
た
。
ま
た
一
九
一

0
年
代
に

は
多
く
の
州
が
労
働
時
間
を
制
限
す
る
立
法
、
最
低
賃
金
法
な
ど

の
貧
困
に
対
す
る
「
予
防
的
L

立
法
を
制
定
し
た
。
こ
の
時
期
の

公
的
制
度
の
主
た
る
責
任
主
体
は
州
・
地
方
政
府
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
労
働
省
の
独
立
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
既
に
ニ
ュ
ー

1 
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研究ノート

デ
ィ

l
ル
期
に
至
る
品
間
に
あ
っ
て
、
連
邦
政
府
の
本
格
的
関
与
に

向
け
て
の
胎
動
が
み
ら
れ
る
。

(
4
)

第
二
節
参
照
。

(
5
)

社
会
事
業

3
2
E
巧
2
5
と
い
う
概
念
は
、
従
来
の
慈
善

事
業
概
念
に
代
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
あ
る

が
、
一
九
二

0
年
代
初
頭
ま
で
は
、
貧
困
・
治
安
対
策
あ
る
い
は

そ
の
予
防
事
業
全
般
を
指
す
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
人
間
関
係
調

整
の
た
め
の
技
術
一
般
を
指
す
も
の
と
し
て
、
異
な
る
二
つ
の
意

味
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
用
語
法
は
、
本

文
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
次
第
に
後
者
の
捉
え
方
に
傾
い
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
一
番
ヶ
瀬
康
子
『
ア
メ
リ
カ
社
会
福
祉
発
達
史
』

一
五
五

l
一
五
七
頁
。

(
6
)

社
会
事
業
の
基
金
は
、
税
、
寄
付
に
よ
る
収
入
、
収
益
事
業
収

入
な
ど
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
一
般
歳
入
か
ら
補
助
金
を
出

す
州
は
少
数
で
、
ほ
と
ん
ど
が
民
間
の
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、

独
占
企
業
家
に
よ
る
多
額
の
寄
付
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
番
ケ

瀬
・
前
掲
書
二
ニ
八
|
一
四

O
頁。

第
二
節

北法40(4・174)1008

二

O
世
紀
に
お
け
る
発
展

ー
ー
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
前
史
的
背
景

第
一
節
第
四
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
に
始
ま
り
社

会
改
良
へ
と
向
か
う
流
れ
の
中
で
、
ま
た
、
労
働
運
動
の
高
ま
り
を
背
景

と
し
て
、
二

O
世
紀
に
入
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
も
欧
州
各
国
に
遅
れ
て
、
い

わ
ゆ
る
社
会
政
策
が
出
現
し
た
。
そ
れ
は
一
方
で
、
婦
人
・
児
童
労
働
保

護
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
、
州
を
中
心
と
す
る
社
会
立
法
の
実
現
を
も
た

ら
し
た
。
ま
た
他
方
、
社
会
保
険
制
度
の
立
法
化
に
向
け
て
の
努
力
、
い

わ
ゆ
る
社
会
保
険
運
動
が
開
始
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
九

O
六
年
に

設
立
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
労
働
立
法
協
会

(
A
A
L
L
一
〉

B
貸
付
白
ロ
k
r
g
O
E

nzzoロ
沙
門
戸
田
σC門
戸
内
包
己
主
宮
口
)
が
そ
の
推
進
役
と
な
っ
た
。

A
A

L
L
は
、
数
多
く
の
州
労
働
者
補
償
法
の
起
草
と
制
定
・
改
善
に
援
助
を

与
え
、
つ
い
で
健
康
保
険
、
老
齢
年
金
、
失
業
補
償
の
立
法
化
に
向
け
て

の
活
動
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
節
で
み
て
き
た
よ
う
な
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
自
助
の
伝
統
は
、
諸
々
の
深
刻
な
社
会
問
題
を
前
に
し
て
ア
メ

リ
カ
固
有
の
乳
繰
を
生
ぜ
し
め
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
保
険
の
第
一
義
的

目
標
を
、
①
所
得
再
分
配
な
い
し
経
済
的
保
障
と
見
る
考
え
方
と
、
②
諸
々

の
社
会
危
険
発
生
の
予
防
と
見
る
考
え
方
の
対
立
が
み
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
対
立
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
社
会
保
険
立
法
運
動
に
際
し
、



(
4
)
 

と
り
わ
け
失
業
部
門
に
お
い
て
鮮
明
に
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本
節
で
は
、
前
節
と
は
や
や
視
点
を
変
え
、
こ
う
し
て
独
自
の
展
開
を

み
せ
た
労
働
者
補
償
、
健
康
保
険
、
失
業
補
償
、
老
齢
年
金
の
制
定
を
求

め
る
運
動
の
展
開
を
軸
に
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
の
前
段
階
で

あ
る
二

O
世
紀
初
頭
に
お
け
る
公
的
制
度
の
状
況
を
概
観
す
る
。
そ
の

際
、
一
九
三
五
年
法
に
占
め
る
老
齢
保
険
の
重
要
な
位
置
付
け
と
の
関
連

で
、
老
齢
保
障
の
問
題
に
重
点
を
お
い
て
議
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ

の
他
、
児
童
福
祉
、
公
衆
衛
生
な
ど
の
各
分
野
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
略

(5) 

に
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

(
1
)

社
会
保
険
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
し
て
ヨ

l
ロ
ツ

パ
各
国
に
そ
の
先
例
を
見
い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
で

も
既
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
o
F
Z
σ
2
P

吋
雪

認
豆
提
な
守
司

E
S内
陸
S
3
.
?
右
目
|
吋
・

(2)

後
者
の
機
能
は
、
私
保
険
に
よ
っ
て
も
達
成
し
得
な
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。

(
U
R
O
]
百
戸
・
当
2
2
F
M
Z
F
町
内
号
令

S
E民主

M

山町

S3.守
一
同

g
s。
さ
凡
町
民
お
丸
、
。

SNhリ
む
ご
い
ミ
ゼ
.
芯
・
(
ロ
ロ
吾
同
5
・
Z目

。
.
ロ
ロ
}
内
巾

C
E〈・司「巾
mu

由唱]戸由
m
w
M
)

同】
ω
吋・

(
3
)

前
者
は
、

I
・
M
-
ル
ビ
ノ

l
(同
回
目
白
円
冨
・
河
口
σ
z
o
t司
)
ら
に

4 

よ
っ
て
、
ま
た
後
者
は
J
-
R
・
コ
モ
ン
ズ

E
Cロ凹)、

J
・
B
・
ア
ン
ド
リ
ュ

l
ス

G
O
V
ロ
∞
・
〉
ロ
門
町
内
君
印
)

ら
(
い
わ
ゆ
る
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
学
派
)
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
と
の
関
係
で
は
、
後
者
の
立
場
(
失

業
補
償
に
お
け
る
「
雇
用
安
定
化
」
機
能
)
が
結
果
的
に
許
容
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
』

C
Y
ロ
戸
内
UOHMM'

(5) 
本
節
で
参
考
に
し
た
文
献
は
、

r
H
σ
0
4
P
M
7
F同
匂
マ
高
m-P
》
『

~
w
c
a
b
~
仇
町
内
定
3
.
守
一
者

g〈巾
F
M
J言
内
号
令

S
E
Q
.ミ~山町内ミ3.守・

そ
の
他
、
各
項
で
そ
の
都
度
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
項
労
働
者
補
償

ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
険
運
動
が
最
初
に
展
開
を
み
せ
た
の
は
、
労
働
者

補
償
(
者
。
岳

B
S岨
由
。
。
ョ
宮
口
白
血
昨
日
。
ロ
)
、
す
な
わ
ち
我
が
国
に
い
う
と
こ

ろ
の
労
災
保
険
の
分
野
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
野
は
、
一
九
二

0
年
代
以
前

に
お
い
て
、
一
般
的
に
各
州
に
社
会
保
険
が
普
及
し
た
唯
一
の
分
野
で

あ
っ
た
。
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当
初
、
労
働
災
害
と
い
う
社
会
危
険
の
発
生
は
、
労
働
者
の
不
注
意
に

帰
責
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
コ
モ
ン
・
ロ

i
上
も
、
過

失
の
あ
る
使
用
者
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
は

な
っ
て
い
た
が
、
被
災
労
働
者
側
に
も
過
失
が
あ
れ
ば
賠
償
請
求
が
認
め
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ら
れ
ず
(
労
働
者
寄
与
過
失
法
理

H
gロ
Eσ
三
o弓
日
関
口

m
g
s
。
コ

Z

4
5吋
宮
吋
)
、
第
三
者
た
る
同
僚
労
働
者
の
過
失
に
一
因
が
あ
る
場
合
も
同

様
で
(
共
働
者
過
失
法
理

HEm-釘
g
B
え
由
主
-
。
当
者
。
号
巾
吋
)
、
さ

ら
に
、
労
務
の
遂
行
上
、
通
常
ま
た
は
明
白
に
随
伴
す
る
リ
ス
ク
に
よ
っ

て
損
害
を
蒙
っ
て
も
賠
償
請
求
を
認
め
な
い
(
危
険
引
受
法
理
H

同
協
昌
己
匂
己
。
ロ
え
ユ
件
)
も
の
と
さ
れ
て
い
た
(
聖
な
ら
ざ
る
三
位
一
体
)
。

し
か
し
、
一
九

O
七
年
か
ら
翌
一
九

O
八
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た

C
-

イ
ー
ス
ト
マ
ン
(
円
弓
浮
包
何
回
2
8白
ロ
)
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
不
可
避
的
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
使
用
者
あ
る

い
は
産
業
自
体
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
事
例
が
数
多
く
存
在
し
た
。
従
っ
て

こ
の
よ
う
な
厳
格
な
抗
弁
は
、
一
八
八

0
年
代
か
ら
一
九
一

O
年
に
か
げ

て
各
州
に
制
定
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
使
用
者
責
任
法
(
巾
自
立
。
苦
ユ
日
号
己
'

山
守
山
門
門
)
に
よ
っ
て
一
部
修
正
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
る
修
正
は
、

部
分
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
賠
償
額
が
不
十
分
で
あ
り
、
か
っ
一
定

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
裁
判
の
遅
延
、
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
双
方
に

と
っ
て
の
コ
ス
ト
の
増
大
と
い
っ
た
事
情
に
よ
り
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ

た
た
め
、
州
労
働
者
補
償
法
の
立
法
化
の
要
求
が
強
ま
っ
た
。

一
九

O
二
年
に
制
定
さ
れ
た
メ
リ
l
ラ
ン
ド
州
労
働
者
補
償
法
が
違
憲

判
決
を
受
け
た
後
、
ア
メ
リ
カ
最
初
の
有
効
な
立
法
と
し
て
、
連
邦
公
務

員
補
償
法
が
一
九

O
八
年
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
立
法
は
、

A
A
L
L
の

努
力
に
よ
り
一
九
一
六
年
に
修
正
・
改
善
さ
れ
た
。
一
般
被
用
者
に
対
す

る
州
労
働
者
補
償
法
は
、
一
九

O
九
年
に
開
始
さ
れ
た
各
州
に
お
け
る
使

用
者
責
任
委
員
会
(
巾
目
立
。
苫
ユ
釘
笠
宮
可

g
g
g山
田
氏
。
ロ
印
)
の
設
立
を
機

に
実
現
に
向
か
い
、
一
九
一
一
年
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
を
皮
切
り
に
、

一
九
一
七
年
ま
で
に
三
九
州
、
一
九
二

O
年
ま
で
に
四
三
州
が
州
法
を
制

定
し
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
つ
き
、
一
九
一
七
年
、
連
邦
最

高
裁
に
よ
る
合
憲
判
決
が
出
さ
れ
、
合
衆
国
憲
法
上
の
基
礎
も
固
め
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
州
法
に
は
、
強
制
適
用
と
す
る
も
の
と
、
使
用
者
に
予
め

使
用
者
責
任
法
と
の
選
択
を
許
す
も
の
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
労

働
者
補
償
の
適
用
に
よ
り
不
法
行
為
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
が
排
除
さ
れ

た。
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後
述
す
る
他
の
分
野
と
異
な
り
、
労
働
者
補
償
の
み
が
早
期
に
実
現
を

み
た
理
由
と
し
て
は
、
そ
れ
が
衡
平
性

S
S
E
-
3、
)
や
社
会
的
便
宜
性

(
凹

R
E
Z。
包
ぽ
再
三
を
実
現
す
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
広

ま
っ
た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
被
害
者
の
み
な
ら
ず
、
他
方
当
事
者
た
る

使
用
者
側
に
と
っ
て
も
、
本
来
的
に
費
用
負
担
を
伴
う
分
野
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
当
該
制
度
の
導
入
に
利
点
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
使
用
者
責
任
法
の
下
で
は
、
敗
訴
の
危
険
性
が
常
に
存
し

て
お
り
、
負
担
す
べ
き
費
用
(
訴
訟
費
用
を
含
む
)
が
不
確
定
的
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
労
働
者
補
償
制
度
の
下
で
は
、
予
め
固
定
的
な
費
用
負
担



アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

を
負
え
ば
足
り
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
使
用
者
側
は
、
一
定
の
費
用
負
担

と
経
験
料
率
制
(
メ
リ
ッ
ト
制
)
の
導
入
に
よ
り
、
労
働
者
補
償
制
度
に

{
日
)

災
害
の
「
予
防
」
と
い
う
積
極
的
意
義
を
見
い
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

労
働
者
側
は
、
各
州
、
業
種
に
よ
っ
て
対
応
は
区
々
で
あ
っ
た
が
、
補
償

の
不
十
分
さ
と
損
害
賠
償
請
求
権
の
留
保
を
め
ぐ
っ
て
労
働
者
補
償
制
度

に
必
ず
し
も
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

な
お
、
同
じ
く
利
害
関
係
者
で
あ
っ
た
商
業
保
険
会
社
は
、
と
り
わ
砂

そ
の
業
務
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
州
の
独
占
的
基
金
の
設
立
に
は
反

対
で
あ
っ
た
。
結
局
こ
の
反
対
は
功
を
奏
し
、
多
く
の
立
法
は
、
州
基
金

の
設
立
で
は
な
く
、
商
業
保
険
会
社
の
保
険
を
購
入
す
る
こ
と
を
求
め
る

(ロ)

も
の
と
な
っ
た
。

(
1
)
 
ア
メ
リ
カ
労
働
者
補
償
制
度
の
形
成
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し

て
は
、
林
弘
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
災
害
補
償
制
度
ご
)
L

(
九
大
)
法
制
研
究
三
七
巻
五
H
六
号
こ
九
七
一
年
)
、
藤
田
伍

一
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
者
災
害
補
償
法
の
形
成
」
一
橋
論

叢
九
二
巻
一
号
ご
九
八
四
年
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
抗
弁
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
既
に
一
定
程

度
制
限
さ
れ
て
い
た
。
林
・
前
掲
論
文
四
二
五
|
四
二
九
頁
。

F
5
2
p
g同何
叫

H3高
~
町
、
可
め
c
s
~
~山
町
内
定

3.?
苦
怠
|
坦
・

(2) 

(3) 

(4) 

一
八
八

O
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
制
定
さ
れ
た
使
用
者
責
任
法
が
影

響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
藤
田
・
前
掲
論
文
四
頁
。

そ
の
他
、
林
・
前
掲
論
文
四
四
一

l
四
四
二
頁
は
、
望
ま
し
い

労
使
関
係
の
破
壊
、
公
共
の
負
担
の
増
加
と
い
っ
た
事
情
を
挙
げ

て
い
る
。

5 (6) 
同
吋

E
D
R
Z
ロ〈・、
H

，F
巾
C
E
S
a
河
曲
目
守
宅
白
山
、
白
口
広
明
】
巾
円
円
ユ
n
h
o
・。『

7 

回
釦

5
5
0円
少
回
出
庄
司

5
5
c
q
m
8
2門
P
E
S
-
E
C∞
・
志

S
・

全
て
の
州
が
法
律
を
制
定
す
る
に
は
、
一
九
四
八
年
ま
で
の
期

間
を
要
し
た
。
宮
可
巾
門
的
司
句
。
円
札
芝

ω町
S
3
.
?
日)∞∞∞・

Z
・ペ

-
Pロ
E
-
m
w
n。・
4
・
当

E
F
N
b
d・ω・同∞∞い叶∞
ω-Q-

N
h
吋
・
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
、
デ
ュ

l
プ

ロ
セ
ス
に
よ
ら
な
い
財
産
権
の
侵
害
と
し
て
、
修
正
第
一
四
条
に

違
反
す
る
も
の
で
も
な
く
、
使
用
者
、
被
用
者
双
方
に
と
っ
て
契

約
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
も
な
く
、
州
の
警
察
権
の

有
効
な
行
使
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
第
三
者
の
過
失
に
よ
り
労
働
災
害
を
蒙
っ
た
場
合
の
、

そ
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
余
地
は
残
さ
れ
た
。
林

弘
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
災
補
償
と
民
事
損
害
賠
償
(
上
)

(
下
)
」
労
働
法
学
研
究
会
報
一
三

O
九
、
一
三
一
一
号
(
一
九
八

O
年
)
(
上
)
四

O
頁。
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(
叩
)

(
日
)
(ロ)
円、ロ
σ
0
4巾
w

同
)
h
F

由・

』
『

~v凡
h
F
同
】
山
由
w

印
也
|

I
白
H

N~v

民、-u
m品・

健
康
保
険

第
二
項

強
制
健
康
保
険

P
O
S
E
-
g
q
Z白
-
S
Z
E
E
R巾
)
の
制
定
を
求
め

る
運
動
は
、
労
働
者
補
償
に
つ
い
で
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二

O
年
に

か
け
て
活
発
に
行
な
わ
い
川
市
)
す
な
わ
ち
、
一
九
一
五
年
に

A
A
L
L
の

社
会
保
険
全
国
委
員
会

(ZE。
ロ
色
。
。
B
B
5
2
8
ω
。
色
白
}
同
ロ
∞

R'

S
2
)
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
社
会
保
険
を
範
と
し
て
作
成
さ
れ
た
草
案
を
ひ

な
形
と
し
て
、
一
九
一
六
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、

ニ
ュ

1
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
州
議
会
に
健
康
保
険

法
案
が
提
出
さ
れ
た
。

強
制
健
康
保
険
賛
成
論
は
、
ア
メ
リ
カ
賃
金
労
働
者
の
高
権
患
率
お
よ

び
高
死
亡
率
、
低
所
得
層
に
十
分
な
医
療
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

疾
病
が
広
範
な
貧
困
を
も
た
ら
す
こ
と
、
疾
病
の
予
防
に
つ
な
が
る
こ

と
、
さ
ら
に
慈
善
事
業
・
企
業
内
医
療
制
度
な
ど
の
既
存
の
制
度
で
は
医

療
ニ

i
ズ
に
対
応
し
き
れ
な
い
こ
と
を
そ
の
主
張
の
論
拠
と
し
て
い
た
v

こ
れ
に
対
し
、
法
案
に
よ
れ
ば
保
険
機
関
と
し
て
参
加
し
得
な
い
も
の

と
さ
れ
、
ま
た
従
来
独
自
に
行
な
っ
て
き
た
葬
祭
給
付
部
門
に
参
入
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
商
業
保
険
会
社
は
、
強
力
に
反
対
し
た
。
医
師
は
、
当
初

は
む
し
ろ
賛
成
の
立
場
を
と
っ
た
が
、
後
に
反
対
の
空
気
が
強
ま
り
、
一

九
二

O
年
に
は
全
米
医
師
会

(
A
M
A
一
〉

B
mユ
門
担
ロ
冨

aw包
〉

gon--

巳
芯
ロ
)
に
よ
り
明
確
に
立
法
化
反
対
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
そ
の
反
対
理
由
は
、
医
師
と
患
者
と
の
聞
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
信
頼
関

係
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
、
医
師
の
地
位
と
報
酬
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
診
療

の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、

労
働
者
補
償
制
度
の
導
入
に
よ
り
経
済
的
損
失
を
蒙
っ
た
過
去
の
経
験
が

働
い
て
い
た
。
使
用
者
側
は
、
不
当
な
産
業
へ
の
負
担
と
な
る
点
で
反
対

し
た
。
労
働
者
側
で
は
立
場
が
分
か
れ
、

A
F
L
の
ゴ
ン
パ

l
ス
会
長
等

は
こ
れ
に
反
対
し
た
が
、
州
組
織
に
は
賛
成
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
保
険
会
社
、
医
師
な
ど
を
中
心
と
す
る
組
織
的
な
反
対

に
遭
遇
し
た
た
め
、
こ
の
時
期
の
健
康
保
険
運
動
は
比
較
的
短
期
間
で
下

火
と
な
っ
た
。
特
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
運
動
が

一
定
の
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寸
ド
イ
ツ
製
L

健
康
保

険
法
案
は
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
初
期
健
康
保
険
運
動
の
挫
折
は
、
決
し
て
医
療

費
な
ど
に
関
わ
る
疾
病
の
問
題
が
解
決
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
依
然
と
し
て
ア
メ
リ
カ
国
内
の
重
要
な
社
会
問
題

で
あ
っ
た
。
一
九
二
七
年
に
設
立
さ
れ
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
医
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療
費
委
員
会
(
わ
。

B
5
5
2
。
ロ
ロ

g
gえ
冨

E
R白
-
n
R巾
)
に
よ
り
、

一
九
三
二
年
に
提
出
さ
れ
た
最
終
報
告
書
は
、
医
療
問
題
全
般
に
つ
い
て

の
勧
告
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
多
数
意
見
は
依
然
と
し
て
強

制
健
康
保
険
の
導
入
に
反
対
で
あ
っ
た
。

1 

、--
こ
の
時
期
の
健
康
保
険
運
動
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、

金
子
卓
治
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
健
康
保
険
制
度
の
た
め
の
運
動

|
|
社
会
保
障
法
の
成
立
ま
で
|
|
」
保
険
学
雑
誌
四
二
一
号

(
一
九
六
三
年
)
、
藤
田
伍
一
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
強
制
健
康
保

険
運
動
の
挫
折
L

国
際
社
会
保
障
研
究
三
四
号
ご
九
八
四
年
)
、

蔦
川
忠
久
寸
ア
メ
リ
カ
医
療
保
障
法
研
究
・
序
説
こ
)
(
二
)
」
熊

本
大
学
教
養
部
紀
要
、
人
文
・
社
会
科
学
編
二

O
、
二
一
号
ご

九
八
五
、
一
九
八
六
年
)
が
あ
る
。

こ
の
当
時
、
私
的
健
康
保
険
機
関
と
し
て
は
、
労
働
組
合
、
友

愛
組
合
、
商
業
保
険
会
社
、
そ
れ
に
企
業
(
企
業
内
医
療
制
度
)

が
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
疾
病
手
当
金
な
ど
一
定
の
金
銭
給
付

を
行
な
う
の
み
で
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
を
行
な
う
も
の
は
稀
で

あ
っ
た
。
藤
田
・
前
掲
論
文
一
七
頁
。

一
八
九
三
年
に
制
定
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
疾
病
保
険
法
が
、

A
A

L
L
の
強
制
健
康
保
険
法
草
案
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

2 3 

(
4
)
 Eσ

。
2
・
豆
町
匂
さ
慢
な
》
『

MUSN~山町
内

R
3
.
?
E吋
・
藤
田
・

前
掲
論
文
二
一

l
二
三
頁
、
蔦
川
・
前
掲
論
文
(
一
)
一
一
一
一
一
|
二

四
頁
参
照
。

社
会
保
険
全
国
委
員
会
も
こ
の
点
を
強
調
し
た
。

h
e
.
h
叫・同)詰-

蔦
川
・
前
掲
論
文
(
ご
二

O
頁
。
こ
こ
に
も
、
保
険
の
「
予
防
」

的
機
能
を
第
一
義
的
に
考
え
て
い
た
A
A
L
L
の
基
本
的
考
え
方

を
看
守
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

ι
3
R
W
右
ロ
l
日
-

h~vtphFH
】同】吋喧
|

1

∞0
・

当
時
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
期
に
あ
た
り
、
敵
国
で
あ
っ
た

ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
た
法
案
は
、
「
ド
イ
ツ
製
L

と
い
う
偏
見

を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
』
号
、
u
H
V

同】∞∞
l
由・

例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
一
九
一
九
年
、

A
・
ス
ミ
ス

(
〉
寄
色
円

ω
g
E戸
)
知
事
の
支
持
を
得
て
州
上
院
を
通
過
し
た

も
の
の
、
下
院
の
段
階
で
立
法
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

is.A

5 (6
)
 

7 8 
円
)
∞
A
H

・

(9)

金
子
・
前
掲
論
文
四
七
|
五
三
頁
。
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第
三
項

第
一
節
で
み
た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
と
り
わ
け
労
働
能
力
の
あ
る

失
業
補
償
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者
に
対
す
る
公
的
救
済
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
「
自
助
L

の
思
想
か
ら

厳
し
い
態
度
が
と
ら
れ
、
従
来
主
と
し
て
私
的
団
体
に
よ
る
道
徳
的
・
精

神
的
救
済
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
貧
困
に
陥
っ
た
責
任

が
個
人
の
み
な
ら
ず
社
会
に
も
存
す
る
と
い
う
新
し
い
貧
困
観
の
登
場
と

と
も
に
、
二

O
世
紀
に
入
る
と
、
失
業
補
償
(
失
業
保
険
)
の
実
現
を
求

め
る
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

こ
の
分
野
に
つ
い
て
町
既
に
労
働
組
合
の
自
助
的
プ
ラ
ン
が
存
在

し
、
さ
ら
に
一
九
二

0
年
代
に
な
る
と
、
使
用
者
と
組
合
の
共
同
プ
ラ
ン
、

使
用
者
単
独
に
よ
る
プ
ラ
ン
が
設
立
さ
れ
た
が
、
一
般
的
に
普
及
す
る
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
は
、
一
九
一

一
年
の
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
失
業
保
険
法
が
次
々
と
制
定
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
強
制
」
失

業
保
険
の
実
現
に
対
し
て
は
、
使
用
者
は
も
と
よ
り
労
働
組
合
側
も
概
し

て
消
極
的
な
態
度
を
示
し
た
。
例
え
ば
、

A
F
L
会
長
の

S
・
ゴ
ン
パ
ー

ス
は
、
「
強
制
」
失
業
保
険
に
つ
き
、
労
働
者
階
級
の
自
由
の
潜
在
的
な
侵

害
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
に
反
対
し
、

A
F
L
は
、
以
後
一
九
三
二
年
に
至

る
ま
で
、
失
業
保
険
制
度
の
設
立
に
対
し
公
式
に
は
反
対
の
立
場
を
と
り

続
け
た
。
と
こ
ろ
で
専
門
家
の
間
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
特
徴
的
な
失
業
の

「
予
防
」
に
重
き
を
お
く
立
場
か
ら
、
失
業
者
の
「
救
済
」
に
重
き
を
お
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
失
業
保
険
に
反
対
す
る
有
力
な
考
え
方
が
存
在
し
た
。

ア
メ
リ
カ
社
会
保
険
運
動
の
推
進
役
と
な
っ
た
A
A
L
L
に
よ
っ
て
一
九

一
五
年
に
提
出
さ
れ
た
失
業
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
こ
う
し
た
傾
向
を
象

徴
す
る
四
つ
の
提
案
内
容
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
提
案
で

あ
る
公
共
職
業
安
定
所
の
設
立
と
、
第
二
の
提
案
で
あ
る
公
共
事
業
の
拡

大
は
、
労
働
力
の
供
給
過
剰
を
適
正
化
し
、
労
働
市
場
の
調
整
を
行
う
た

め
の
方
策
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
三
の
提
案
で
あ
る
雇
用
の
安
定
化
は
、

各
使
用
者
の
主
導
に
よ
る
生
産
調
整
な
ど
の
「
科
学
的
経
営
L

に
よ
り
、

失
業
の
発
生
自
体
を
予
防
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
四
に
失
業

保
険
の
創
設
を
提
案
し
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
失
業
予
防
的
機
能
に
着
目
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
険
の
第
一
義
的
な
目
標
を
被
救
済
者
の
経
済
的

保
障
よ
り
も
失
業
の
予
防
に
お
く
、
ア
ン
ド
リ
ュ

l
ス
、
コ
モ
ン
ズ
等
を

中
心
と
す
る
A
A
L
L
の
考
え
方
に
沿
っ
た
強
制
失
業
補
償
法
案
は
、
一

(
8
)
 

九
二
一
年
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
を
皮
切
り
に
、
一
九
二

0
年
代
に
幾
つ

か
の
州
で
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
成
立
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
九
年
に
勃
発
し
た
大
恐
慌
に
よ
る
失
業
の

増
大
と
い
う
外
的
な
圧
力
を
得
て
、

H
・
グ
ロ
ー
ブ
ス
(
出
向
0
5
の
8
4
2
)

に
よ
っ
て
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
議
会
に
提
出
さ
れ
た
法
案
が
、
一
九
三
二

年
に
よ
う
や
く
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
使
用
者
の
み
の
拠



出
、
使
用
者
毎
の
準
備
基
金
制
度
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
使

用
者
に
よ
る
雇
用
安
定
化
に
向
け
て
の
努
力
の
誘
因
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
失
業
の
予
防
を
図
る
と
い
う
意
味
合
い
を
有
し
て
い
た
(
ア
メ
リ
カ

ン
・
プ
ラ
ン
)
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
保
険
の
所
得
再
分
配
機
能
を
重
視
す
る
I
・
M
-

ル
ビ
ノ
ー
を
擁
し
て
い
た
オ
ハ
イ
オ
州
の
失
業
委
員
会
は
二
九
三
二
年
、

使
用
者
毎
の
基
金
で
は
な
く
、
共
同
基
金
を
支
持
す
る
報
告
書
を
提
出
し
、

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
方
式
に
対
す
る
批
判
の
基
盤
を
提
供
し
た
。

そ
の
後
の
州
立
法
の
流
れ
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
と
相
前

後
し
て
オ
ハ
イ
オ
方
式
が
優
勢
と
な
り
、
最
終
的
に
は
全
て
の
州
が
経
験

料
率
制
を
伴
う
共
同
基
金
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し

く
失
業
が
個
別
使
用
者
の
努
力
の
み
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
こ
と
を
端
的

に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
述
の
通
り
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障

法
は
、
こ
れ
ら
の
選
択
を
各
州
の
裁
量
に
委
ね
、
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
方
式

が
存
続
す
る
余
地
を
残
し
た
。

1 

失
業
補
償
と
失
業
保
険
の
同
義
性
、
お
よ
び
本
稿
に
お
け
る
前

者
の
使
用
に
つ
き
、
序
章
第
二
節
第
三
項
注
1
参
照
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
失
業
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
イ
ギ
リ
ス
の

ベ
ヴ
ア
リ
ツ
ジ
(
当
日
目
白
自
国
・
∞

2
2区
間
巾
)
が
与
え
た
影
響
に

2 

つ
い
て
は
、

E
Z
S
言
問
匂
道
路
守
る
『
守
門
主
M
別
町
内
定

3.?

℃
℃
同
怠

l
印

ω

(3)

こ
の
時
期
の
失
業
保
険
運
動
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、

井
本
正
人
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
失
業
保
険
制
度
の
成
立
」
京
都

大
学
経
済
論
叢
一
二
九
巻
一
H
二
号
(
一
九
八
二
年
)
、
藤
田
伍
一

「
ア
メ
リ
カ
失
業
保
険
成
立
の
一
側
面
|
|
失
業
防
止
理
論
の
生

成
と
限
界
L

一
橋
論
叢
六
八
巻
六
号
(
一
九
七
二
年
)
、
ェ
ド
ウ
イ

ン

E
・
ウ
イ
ッ
ト
(
坂
本
重
雄
訳
)
「
ア
メ
リ
カ
の
失
業
補
償

(
上
)
」
静
岡
大
学
法
経
研
究
二

O
巻
四
号
こ
九
七
二
年
)
が
あ

ヲ

G

。

4 

rコs F 
E 2 
E z 
_.目。]
ロ 5・。
~ -~ 
s->:> ('1) 
SE 
3長
町語
n s: 

~ c:: 
:主口
、-'<e- ('1) 

認'E.。
5l 
s三

匂同
)
ω
ω
U
l
l九
F
0
・

5
)
h
e
.
h
F
H
U
N
2
 

6 

円
、
ロ
ゲ
。
〈
巾
w

℃
℃
H
A
F
叶

l
l
u
.

民
間
の
職
業
紹
介
機
関
に
加
え
、
既
に
一
九
世
紀
末
か
ら
公
立

の
職
業
安
定
所
(
巾
自
立
ミ

B
S
E
E
B印
)
が
存
在
し
た
が
、
こ

れ
ら
は
当
初
、
民
間
の
機
関
の
規
制
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
未
熟
練
労
働
者
・
臨
時
労
働
者

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
使
用
者
、
熟
練
労
働
者
の
支
持
を

北法40(4・181)1015 
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一
九
一
八
年
に
は
雇
用
局

(開

5
1
0吉
岡
町
三
宮

2
R巾
)
が
移
民
局
か
ら
分
離
し
、
全
国
的
に

職
業
紹
介
事
業
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
第
一
次
世

界
大
戦
後
の
臨
時
的
措
置
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ
の
措
置

は
、
連
邦
政
府
の
職
業
紹
介
事
業
へ
の
参
入
を
期
待
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
一
九
一
九
年
に
は
、
ケ
ニ
ヨ
ン

H
ノ
ラ
ン
法
案
、
一

九
二
八
年
お
よ
び
一
九
三

O
年
に
は
ワ
グ
ナ

l
法
案
が
提
出
さ
れ

た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
連
邦
補
助
金
に
よ
る
連
邦
H
州
共
管

方
式
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
一
九
三
三

年
、
ワ
グ
ナ
1

H
ぺ
イ
サ

l
法
に
よ
っ
て
労
働
省
内
に
再
び
雇
用

局
が
設
置
さ
れ
、
公
共
職
業
安
定
所
を
有
す
る
州
に
対
し
て
連
邦

政
府
に
よ
る
補
助
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

F
Z
σ
O〈
タ

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

匂
同
】
]
{
印

ωll
∞・

(
8
)

こ
の
法
案
は
、

A
A
L
L
の
J
・
コ
モ
ン
ズ
の
構
想
に
よ
る
も

の
で
、
ブ

l
パ
l
法
案
(
出
口
σ
R
Eロ
)
と
呼
ば
れ
た
。

A
A
L

L
は
、
こ
の
時
期
の
法
案
の
上
程
に
深
く
関
わ
り
を
有
し
た
。

he.hF
目

vg∞・

(
9
)

結
局
、
ゥ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
法
は
、
一
九
三
四
年
以
前
に
強
制
失

業
補
償
法
を
定
め
た
唯
一
の
州
で
あ
っ
た
。

(
叩
)
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
』
1
R
R
℃

E
S
弓・

さ
ら
に
詳
細
に
つ
い
て
は
、

EC]〉・
E
C
m
y
g
g∞F
・3
巧目的円。ロ・

田町民的

C
ロ巾
BU-。可同
H
g
E
n
o
g句
。
ロ
師
同
昨
日
。
ロ
〉
円
同
¥
岨
与
さ
町
立
0
6
3

N

Q
ぎ司、

h
命
令
h
w
s
u
芯
河
町
せ
た
さ
h
w
h
w
(
冨
同
吋
・
呂
ω
N
)

・

(
孔
)
ま
た
、
経
験
料
率
(
メ
リ
ッ
ト
)
制
度
が
採
用
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
失
業
の
予
防
に
失
業
補
償
の
第
一
義
的
意
義
を
み
い
だ
す
立

場
か
ら
は
、
立
法
の
根
幹
を
な
す
制
度
で
あ
っ
た
。
オ
ハ
イ
オ
プ

ラ
ン
も
こ
れ
を
採
用
し
た
が
、
所
得
再
分
配
機
能
を
重
視
す
る
ル

ピ
ノ

l
等
の
立
場
と
必
然
的
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
。
藤

田
・
前
掲
論
文
七
一

O
頁。

(
ロ
)
オ
ハ
イ
オ
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
円
冨
・
河
口
玄
ロ
。
さ
¥

、H
，V
巾
冨
0
4
巾
百
四
三
、
H

，。

t
g
E
Cロ
巾
自
立
。
可
B
巾ロ仲間口凹

Z
Eロ
B
一ロ

oz
。1
~
W
C
S
E
S
S
F三
塁
、
(
』
5
・
5
ω
ω
)
・
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第
四
項
老
齢
年
金

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
以
前
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
労

働
能
力
の
な
い
貧
困
者
に
対
す
る
救
済
手
段
と
し
て
は
、
公
立
救
貧
院
に

お
げ
る
院
内
救
護
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
後
に
な
っ
て
、
被
救
済
者
の
性

格
に
応
じ
た
施
設
の
分
化
が
一
部
で
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
対
象

と
な
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
精
神
病
者
、
要
扶
養
児
童
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
属
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
要
扶
養
老
人
の
問
題
が
関
心
を
惹
く



アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

よ
う
に
な
っ
た
の
は
二

O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
二

O
世
紀
に
入
り
要
扶
養
老
人
の
問
題
が
表
面
化
し
て
き

(
2
)
 

た
背
景
に
は
、
重
大
な
人
口
統
計
上
の
変
化
、
す
な
わ
ち
、
出
生
率
の
低

下
と
並
ん
で
老
人
人
口
が
激
増
し
こ
九

O
O
l
三
O
年
で
約
二
倍
)
、

そ
れ
が
平
均
寿
命
を
大
幅
に
引
き
上
げ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
(
図
1

参
照
)
。
こ
の
こ
と
は
第
一
に
、
老
人
が
一
つ
の
政
治
勢
力
と
な
る
可
能
性

を
生
ぜ
し
め
、
第
二
に
、
労
働
市
場
と
の
関
係
で
新
た
な
問
題
を
引
き
起

こ
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
具
体
的

な
組
織
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
未
だ
潜
在
的
な
可
能

性
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
産
業
社
会
の
発

展
が
、
①
自
営
業
者
の
減
少
と
賃
金
生
活
者
の
増
大
、
②
急
速
な
技
術
進

歩
と
い
う
二
つ
の
意
味
で
高
齢
労
働
者
の
早
期
引
退
の
可
能
性
を
も
た
ら

し
、
こ
の
こ
と
が
引
退
後
の
老
人
の
生
活
保
障
と
い
う
社
会
問
題
を
生
ぜ

し
め
た
。
ま
た
、
産
業
の
発
展
に
伴
っ
て
生
じ
た
都
市
化
(
都
市
部
へ
の

人
口
移
動
)
と
相
倹
っ
て
、
既
に
一
九
世
紀
か
ら
進
行
し
て
い
た
核
家
族

(
5
)
 

化
の
進
行
が
、
老
人
の
扶
養
問
題
を
一
層
浮
き
彫
り
に
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
従
来
の
要
扶
養
老
人
に
対
す
る
処
遇
の

劣
悪
さ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
要
扶
養
老
人
は
、
(
多
く
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
立
の
)
公
立
救
貧
院
に
お
け
る

救
済
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
老
人
の
み
の
介
護

(6) 

を
目
的
と
す
る
施
設
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
(
図
2
参
照
て
そ
の
劣
悪

な
処
遇
が
老
人
問
題
に
対
す
る
注
意
を
喚
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

主
と
し
て
教
会
な
ど
の
設
立
し
た
老
人
専
用
の
民
間
施
設
が
登
場
し
、
十

分
な
救
済
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
公
立
施
設
の
不
十
分
さ
を
一
層
浮
き

彫
り
に
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
公
立
救
貧
院
に
お
け
る
劣
悪
な
処
遇
が
明
ら
か
に
な
る

と
と
も
に
、
ず
さ
ん
な
運
営
、
院
内
救
護
に
よ
る
コ
ス
ト
の
相
対
的
な
高

さ
な
ど
も
指
摘
さ
れ
る
に
至
日
二

O
世
紀
初
期
に
お
け
る
要
扶
養
老
人

の
救
済
方
法
と
し
て
は
、
全
面
的
介
護
を
要
す
る
者
等
を
除
き
、
金
銭
給

付
を
中
心
と
す
る
居
宅
救
護
へ
と
次
第
に
重
心
が
移
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
当
初
、
こ
の
種
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
国
家
等
に
よ
る

公
的
な
介
入
は
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
の
風
潮
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
一
九

O
七
年
に
設
置
さ
れ
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
老
齢
年
金
委
員

会
(
冨

B
g
n
Y
5
2
Z
(
u
o
g
g
-師
団
芯
ロ

O
ロ

0
5
〉

m
m
p岩
田
町
。
ロ
凹
)
は
、

家
族
制
度
を
崩
壊
さ
せ
る
危
険
性
を
も
っ
公
的
年
金
プ
ラ
ン
に
反
対
し
、

企
業
、
友
愛
組
合
、
保
険
会
社
な
ど
の
私
的
年
金
プ
ラ
ン
の
発
展
を
促
進

す
る
立
法
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ

き
こ
と
は
、
老
齢
と
い
う
社
会
危
険
に
対
し
、
単
に
個
人
の
責
に
の
み
帰

す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
等
の
介
入
を
嫌
悪
し
つ
つ
も
、
い
わ
ゆ
る
相
互

扶
助
的
な
救
済
手
段
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

北法40(4・183)1017



研究ノート

(図 I) 老人数と人口比率の推移

西暦 老人人口(千人)
老人人口比(%)

国民平均年齢(才)
全人口 労働人口

1880 1， 723 3，4 20.9 

1890 2，417 3，9 4，3 22.0 

1900 3，080 4，1 4，0 22.9 

1910 3，950 4，3 3，9 24.1 

1920 4，933 4，7 4，3 25.3 

1930 6，634 5，4 4，0 26.5 

出典:Weaver， The Crisis in Social Seωrity， p32. Table3.2. 
(U.S. Department of the Census， The Statistical History of the United 

States from Colonial Times to 1970 (New Y ork : Basic Books 1970， etc.)) 

(図 2) 公立救貧院における被救済者

に-:l被救済者数以) 年齢別構成ω r-;枇お悦
1880 1904 1923 1880 1904 1923 年齢構成

全体 66，203 81，764 78，090 100.0 100.0 100.0 100.0% 

19歳以下 10，718 3，891 2，584 16.2 4.8 3.4 40.7% 

20-49歳 25，089 20，978 12，148 37.8 25.7 15.6 43.9% 

50-64歳 13，493 22，205 20，508 20.4 27.2 26.3 10.7% 

65歳以上 16，903 33，141 41，980 25.6 40.6 53.8 4.7% 

出典:Weaver， The C出isin Social Securiか， p30， Table3. 1. 
(U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census， Paupers in 

Almshouses: 1923 (Washington， D.C. : U.S. Government Printing Office， 
1925) pp9-10) 
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で
あ
ろ
う
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

こ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
、
私
的
年
金
が
一
定
の
発
展
を
遂
げ
た
。
こ

れ
ら
の
う
ち
企
業
年
金
プ
ラ
ン
は
、
既
に
一
九
世
紀
か
ら
存
在
し
て
い
た

が
、
税
制
上
の
優
遇
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
一

0
年
代
か
ら
二

0

年
代
に
か
け
急
速
に
そ
の
数
を
増
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時

期
の
企
業
年
金
は
、
労
働
者
の
救
済
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
雇
用
確
保

と
組
合
対
策
と
い
う
い
わ
ば
労
働
者
支
配
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
一
定
年
数
の
在
籍
を
必
要
と
す
る
資
格
要
件
を
課
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
労
働
力
の
流
動
化
、
転
職
を
匝
む
こ
と
が
意
図
さ
れ
、
ま
た
非
効

率
な
高
齢
労
働
者
を
一
履
一
周
す
る
と
い
う
隠
れ
た
コ
ス
ト
か
ら
免
れ
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
法
的
な
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
多
く
の
プ

ラ
ン
に
つ
き
使
用
者
の
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
年
金
受
給
に

は
法
的
権
利
性
が
存
せ
ず
、
単
な
る
思
恵

(
m
E
E
X刷
、
)
に
す
ぎ
な
か
っ

た
ま
た
労
働
組
合
年
金
は
、
組
合
員
を
組
織
内
に
と
ど
ま
ら
せ
る
誘
因
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
組
合
の
組
織
化
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
、
一
八
九

0

年
代
以
降
一
定
の
発
展
を
遂
げ
て
い
た
が
、
そ
の
相
対
的
な
役
割
は
企
業

年
金
に
比
し
て
極
め
て
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
私
的
プ
ラ
ン
が
存
在
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
労
使
双
方
が
公

的
年
金
プ
ラ
ン
の
導
入
に
は
反
対
で
あ
っ
た
v

し
か
し
右
に
述
べ
た
よ
う

に
、
企
業
年
金
は
労
働
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
不
確
実
な
保
障
手
段
で

あ
っ
て
、
大
企
業
を
中
心
に
そ
の
適
用
を
受
け
る
者
の
数
が
限
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
組
合
年
金
の
果
た
す
役
割
も
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ

の
時
期
に
発
展
を
み
せ
て
い
た
生
命
保
険
も
、
被
保
険
者
に
と
っ
て
保
険

料
の
拠
出
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

下
、
後
述
の
よ
う
に
、
一
九
二

0
年
代
に
お
い
て
公
的
な
老
齢
年
金
(
扶

助
)
を
求
め
る
運
動
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
従
来
の
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
公
的
年
金
制
度
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

既
に
一
九
一

0
年
代
に
は
多
く
の
州
に
母
親
(
寡
婦
)
年
金
及
び
視
覚
障

害
者
年
金
制
度
が
存
在
し
、
一
九
二

O
年
に
は
連
邦
公
務
員
退
職
制
度
が

設
け
ら
れ
る
な
ど
、
公
務
員
を
対
象
と
す
る
プ
ラ
ン
も
一
定
の
発
展
を
み

せ
て
い
た
。
ま
た
、
退
役
軍
人
に
対
す
る
年
金
給
付
が
連
邦
政
府
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
社
会
危
険
た
る
老
齢
に
対
処
す
る
公
的
金
銭
給
付
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
し
て
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
①
支
給
に
際
し
所
得
テ
ス
ト

を
課
し
、
一
般
歳
入
を
財
源
と
す
る
老
齢
年
金
(
老
齢
扶
助
)
と
、
②
拠

出
を
主
た
る
財
源
と
し
定
型
的
給
付
を
行
う
社
会
保
険
と
し
て
の
(
多
く

の
場
合
強
制
)
老
齢
保
険
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
多
く
も
い
ず
れ

か
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
採
用
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て

は
、
一
九
二

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
経
済
的
な
活
況
と
生
命
保
険
事
業

北法40(4・185)1019



研究ノート

の
発
展
と
い
う
状
況
の
下
、
州
や
連
邦
に
よ
る
「
強
制
」
の
契
機
が
従
来

の
ア
メ
リ
カ
的
伝
統
に
反
し
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
的
、
パ
タ

l
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
の
批
判
が
強
く
、
使
用
者
、
組
合
等
の
利
益
集
団
が

強
力
に
反
対
し
た
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
立
法
活
動
と
し
て
は
活
発
化
せ

想
主
と
し
て
前
者
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
焔
v

そ
の
限
り
で
は
、
一
九

二
0
年
代
に
お
け
る
老
齢
保
険
を
求
め
る
運
動
は
、
い
わ
ば
不
発
に
終

わ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
老
齢
年
金
運
動
の
展
開
過
程
を
み
た
場

合
、
こ
れ
を
二
つ
の
時
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

第
一
期
は
、
イ
1
グ
ル
ス
友
愛
会

(
F
O
E
一司
E
g
g色
。
丘
巾
吋
由
。
同

何
回

m-g)、
全
米
鉱
山
労
働
者
連
合
(
己
巳
門
包
富
山

5
4弓
2
Z
Z
え

〉
ヨ

q-g)、
A
A
L
L
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
、
一
九
二
二
年
に
発
表

し
た
「
標
準
法
案
(
印
窓
口
色
白

az--)」
に
沿
っ
た
州
立
法
の
制
定
運
動
を

行
っ
た
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
り
、
第
二

期
は
、
一
九
二
七
年
に
老
齢
保
険
制
度
の
確
立
を
最
終
目
標
と
す
る
ア
メ

リ
カ
老
齢
保
障
協
会

(
A
A
O
A
S
一
〉
ヨ
巾
ユ
円
白
ロ
〉
g
o巳
巳
宮
ロ
向
。
叶

。
E
〉肉巾

ω巾
2
1
q
-
r設
立
し
た
A
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
(
〉
σ
E
E
B

開
匂
凹
丹
色
ロ
)
ら
に
よ
っ
て
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
州
立
法
の
制
定
活
動
が
行

わ
れ
た
同
年
以
降
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
期
に
お
い
て
は
、

既
に
厳
格
な
支
給
要
件
を
課
す
老
齢
年
金
立
法
を
一
九
一
五
年
に
制
定
し

さ
て
、

て
い
た
ア
ラ
ス
カ
准
州
を
除
く
と
、
は
じ
め
て
モ
ン
タ
ナ
州
(
一
九
二
三

年
)
な
ど
六
州
で
老
齢
年
金
立
法
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
立

法
は
、
制
度
の
実
施
を
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
任
意
に
委
ね
、
州
の
財
源
負
担

が
な
い
か
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
等
、
極
め
て
不
十
分
な
内
容
し
か
有

し
な
い
も
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
普
及
を
み
な
か
っ
た
。

ど
れ
に
対
し
、
社
会
保
険
主
唱
者
で
あ
っ
た

I
・
M
-
ル
ビ
ノ

l
の
系

譜
に
属
す
る
A
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
は
、
第
二
期
に
お
い
て
、

A
A
O
A
S

の
結
成
に
よ
り
、
よ
り
一
層
効
果
的
な
老
齢
年
金
立
法
の
制
定
を
め
ざ
し

た
。
そ
し
て
エ
プ
ス
タ
イ
ン
は
、
無
拠
出
制
老
齢
扶
助
立
法
で
足
り
る
と

し
て
い
た

F
O
E
や
A
A
L
L
な
か
ん
ず
く
J
-
B
・
ア
ン
ド
リ
ュ

l
ス

と
対
立
し
、
こ
の
対
立
は
一
九
二

0
年
代
末
以
降
、
先
に
述
べ
た
社
会
保

険
の
見
方
を
め
ぐ
る
「
保
険
」
か
「
予
防
」
か
と
い
う
、
よ
り
高
次
の
論

争
V
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

老
齢
年
金
立
法
は
、
一
九
三

0
年
代
前
半
に
か
け
て
多
く
の
州
で
制
定

さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
エ
プ
ス
タ
イ
ン
が
主
張
し
た
よ
う
に
州

(
初
)

全
体
に
適
用
範
囲
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
エ
プ
ス
タ
イ
ン

等
の
活
動
は
啓
蒙
的
な
意
味
を
有
す
る
と
同
時
に
、
よ
り
実
効
的
な
老
齢

年
金
立
法
の
制
定
と
い
う
一
定
の
成
果
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
エ
プ
ス
タ
イ
ン
等
は
一
方
で
、
連

邦
立
法
の
制
定
を
求
め
る
活
動
を
も
行
っ
た
。
ま
た
、
一
九
二

0
年
代
末

北法40(4・186)1020



に
至
り
、
拠
出
制
の
導
入
な
ど
一
部
で
改
善
を
み
る
に
至
っ
た
企
業
年
金

で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
九
年
大
恐
慌
を
境
に
生
じ
た
経
済
不
況
が
、
既
存

の
プ
ラ
ン
の
維
持
を
次
第
に
困
難
に
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
困
難
な
社

会
経
済
状
況
の
下
で
、
連
邦
立
法
制
定
に
向
け
て
の
地
な
ら
し
が
行
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
お
v

1 

一
九
二

0
年
代
の
老
齢
年
金
運
動
に
つ
い
て
触
れ
た
邦
語
文
献

と
し
て
は
、
藤
田
伍
一
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
無
拠
出
制
老
齢
年

金
の
生
成
」
季
刊
社
会
保
障
研
究
二

O
巻
四
号
(
一
九
八
五
年
)
、

井
本
正
人
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
老
齢
保
険
制
度
の
成
立
」
財
政

学
研
究
六
号
(
一
九
八
二
年
)
、
嘉
治
佐
代
「
ア
メ
リ
カ
の
社
会
保

障
制
度
と
家
族
」
ア
メ
リ
カ
研
究
一
五
号
(
一
九
八
一
年
)
が
あ

ヲ
匂
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

2 

当

2
4巾吋
-M2pmn-S民的
札
一

S
M
U
円
宣
伝
言
3.?
同
否
認

ω・

予
防
医
学
な
ど
の
発
展
は
、
か
え
っ
て
老
人
問
題
を
深
刻
化
し

た。

EσO〈
P
M
Z
F
向
匂
足
時
守
浴
、

ωξ
芝
~
山
町
内
誌

3
.
P
E
E
-

一
九
三

0
年
代
に
な
る
と
老
人
が
政
治
的
発
言
権
を
も
つ
に
至

り
、
次
章
で
触
れ
る
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
運
動
な
ど
も
、
一
九
三
五
年

社
会
保
障
法
な
い
し
一
九
三
九
年
修
正
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て

無
視
し
得
な
い
ほ
ど
の
勢
力
と
な
っ
た
。

3 (
4
)
 

(5) 
嘉
治
・
前
掲
論
文
五
二
頁
。

児
童
、
視
覚
障
害
者
、
精
神
病
者
な
ど
を
分
離
し
て
処
遇
す
る

傾
向
が
進
ん
で
い
た
が
、
未
だ
に
一
定
の
退
役
軍
人
、
精
神
薄
弱

者
、
慢
性
病
患
者
な
ど
が
同
居
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
』
ovロ〉・

問、同℃ヲ

3
H，F
巾
の
円
。
項
目
ロ
m
Hロ曲目印
g
ロロ巾

C
円以O
ロ
司
巾
ロ
∞
-
。
ロ
由

同
ロ
印
同
巾
白
色
。
同
日
ロ
印
円
山
宮
巴
。
ロ
白
-
わ
白
『
巾
問
。
吋
〉
肉
巾
己
ロ
巾
Umロ仏巾ロ
Z
J

A
3
H
3
.
s
s
ト
S
ミ
ト
ぬ
礼
町
営
尽
き
河
町
せ
た
さ
N
U
(
E
N
印)円】
N
吋・

6 7 

d
F
『巾釦
4
巾】
JHVH】ω

。ll]
{

・

(8)

宮
R
E
M『巧
-
F
E
B巾
F
3
0
E
〉
mmHMEm-。
ロ
回
目
ロ
〉
B
R
a

-n
白J
K
H
さ
S
4
3
3
同

hSミ
門
、
町
h
志
E
H
H
O
唱
曲
同
町
せ
た
N
t
N
h
w
(
冨
白
吋
-

E

N
申
)
℃
℃

g
l吋
公
立
救
貧
院
の
雑
居
性
と
施
設
規
模
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
格
差
に
つ
い
て
は
、
藤
田
・
前
掲
論
文
が
指
摘
し
て
い

る
。
井
本
・
前
掲
論
文
四
四
|
四
五
頁
も
同
旨
。

(
9
)
戸
口

σ
。4mu
匂

UHH∞|也・

(
叩
)
個
人
に
よ
る
倹
約
と
貯
蓄
は
、
低
賃
金
、
余
命
が
予
測
で
き
な

い
と
い
う
社
会
危
険
と
し
て
の
「
老
齢
」
の
特
殊
性
等
か
ら
過
度

に
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
頼
り
と
な
る
子
・
親
族
・
友
人
等

も
老
人
扶
養
の
負
担
を
負
い
切
れ
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。

北法40(4・187)1021

(
日
)
戸釦同】同】噂同】同】
N

印l
l

白・

そ
の
限
り
で
は
、
旧
来
ア
メ
リ
カ
救
貧
制
度
に
お
い
て
強
調
さ
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れ
て
き
た
「
自
助
」
「
自
立
」
の
考
え
方
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

個
人
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
い
わ
ば
集
団
的
な

自
助
と
い
う
要
素
が
持
ち
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。

TMσ
。4
ぬ
も
、
「
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
伝
統
の
擁
護
者

は
、
問
題
を
公
的
制
度
と
私
的
制
度
と
の
聞
の
勢
力
の
相
対
的
均

衡
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
、
政
府
の
社
会
的
機
能
を
私
的
な
集
団

に
対
立
す
る
も
の
と
み
な
し
た
。
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
!
な
諸
制
度
を

通
し
て
得
ら
れ
る
集
産
主
義
的
な
保
障

(g-za守
巾
回
巾
2
1
3
L

は
、
個
人
責
任
及
び
自
由
:
:
:
と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
伝
統
と
両
立

す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

rHσ
。4
m
・
1
5・

(
ロ
)
出
口

ω・
ρ
E
E
mロ0
・
3
4
司
巳
内
包
括
の
右

E
-
2
5
2仏
岳

巾

ω。円目白
]ω
巾
ロ
ロ
ユ
片
山
、
〉
2
0内
回
甲
山
山
日
~
.
み
さ
町
三
円
hNS

めrv
円問。
h
o
h
N↑

thg~

河町号一
H.
町H
t
hし
も
(
。

2
・
E
∞AH
)

同}品川町吋

(
日
)
一
九
二
七
年
現
在
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
四
六
六
の
プ
ラ
ン
だ

け
で
四

O
O万
人
の
被
用
者
を
カ
バ
ー
し
、
約
四
、
三

O
O万
ド

ル
の
給
付
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

戸
白
色
ヨ
巾
円
・
目
見
ニ
・

16 15 14 

FZσ

。4巾
・
召
H
N
申

lis-

C
Z
白色白
m
川口。・umω吋・

一
九
二
九
年
現
在
で
、
約
四

O
O万
ド
ル
の
給
付
が
行
わ
れ
て

い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
o

F
白
色
ヨ
巾
ア

U
E
-

(
口
)
円
、
己
σ。〈P同】
H

町一

C
C白門同問問ロ
0
・同)町一山由・

(
日
)
一
九
三
二
年
現
在
、
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
被
用
者
が
適
用
を

受
け
る
に
と
ど
ま
っ
た
o
k
r
n
y
g
σ
白
ロ
ヨ
噂
め
R
S
~
め
RR3.守

て帆同匹。芯的むさ凡均町同」凡
hN.0SFU]戸印・

(
日
)
私
的
プ
ラ
ン
と
し
て
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
友
愛
組
合
が
発
展

を
み
せ
た
が
、
二

O
世
紀
に
入
る
と
そ
の
相
対
的
地
位
が
低
下
し
、

生
命
保
険
等
が
急
激
な
発
展
を
遂
げ
た
。
巧
8
4
2・同】怠・

(
却
)
第
五
項
参
照
。

(
幻
)

(
幻
)

北法40(4・188)1022

戸口
σ。〈巾・℃℃
H
M
A
F
-
-叶

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
み
ら
れ
た
傾
向
と
し
て
、
当
初
は
一
八
九
一
年

の
デ
ン
マ
ー
ク
を
は
じ
め
と
す
る
無
拠
出
制
老
齢
年
金
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一

0
年
代
以
降
、
強
制
拠
出
制
老

齢
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
優
勢
と
な
っ
た
。
ヨ
g
2
F
U
E
・

(
お
)
こ
れ
ら
に
対
立
す
べ
き
利
益
集
団
は
、
有
効
な
社
会
保
険
推
進

勢
力
と
な
り
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
大
き
な
社
会
的
役

割
を
果
た
し
て
き
た
慈
善
事
業
の
流
れ
を
汲
む
ソ

1
シ
ヤ
ル
・

ワ
!
ヵ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
九
二

0
年
代
が
専
門
職
化
の
時
期
に

あ
た
り
、
老
齢
扶
助
か
保
険
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
一
致
し

た
見
解
が
得
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
受
益
主
体
と
な



アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

る
べ
き
老
齢
者
も
、
先
に
本
文
で
触
れ
た
よ
う
に
未
だ
政
治
勢
力

と
し
て
は
結
集
し
て
い
な
か
っ
た
o
i
g
R
W
匂

主

唱

巴

・

(
M
)

一
九

O
七
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
老
齢
年
金
委
員
会
を
皮
切

り
に
、
一
九
二
九
年
ま
で
に
一
二
州
で
老
齢
問
題
に
関
す
る
調
査

報
告
書
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
強
制
保
険
を
勧
告
し
た
の
は

わ
ず
か
に
一
州
に
す
ぎ
ず
、
四
分
の
三
が
老
齢
年
金
プ
ラ
ン
を
支

持
し
た
。
』
SN.、・

1
0・臼・

(
お
)
戸
。
ロ

UFgzp.臣
官
与
同
旨
何
回
出
席
目
ロ
自
己
吾
巾
富
。
〈

g
H
g同

問。円

O
E
〉
mmω
巾
円
ロ
ユ
昨
日
コ
ョ
ト
邑
ミ
同
主
。
ミ
同
町
(
H
U
吋
印
)
匂

ω印
申
・

(
却
)
一
九
三
三
年
に
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
協
会

(
A
A
s
s
h

〉
ヨ
巾
ユ

gロ
〉
由
由
。
円
一
白
色
。
口
問
。
『

ωon-巳

ω巾
nz『R
M『
)
へ
と
名
称

を
変
え
た
。

(
幻
)
一
九
一
四
年
に
ア
リ
ゾ
ナ
州
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
違
憲
判
決

を
受
け
た
。
巧
2
4
0
「
七
N
E
(
Z
O
Z
苫)・

(
犯
)
一
九
二
八
年
現
在
、
六
州
で
約
一
、

0
0
0人
に
対
し
二

O
万

ド
ル
の
給
付
が
行
わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
円
、
巾

2
g
W
E
B
-

救
済
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
、
救
貧
院
制
度
か
ら
の
離
脱
と
い

う
教
育
的
効
果
が
主
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
」
ま
に

W
E
E
-

(
却
)
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に

A
A
O
A
S
は
、
最
終
的
に
は
社
会

保
険
の
制
定
を
目
標
と
し
て
い
た
(
そ
の
意
味
で
一
九
三
五
年
社

会
保
障
法
と
の
接
点
を
有
す
る
)
が
、
こ
の
時
期
「
強
制
拠
出
L

の
契
機
を
有
す
る
社
会
保
険
の
制
定
に
対
す
る
拒
絶
反
応
が
強
い

と
い
う
状
況
の
下
、
エ
プ
ス
タ
イ
ン
ら
に
と
っ
て
も
、
実
効
的
な

老
齢
年
金
立
法
の
制
定
が
、
第
一
段
階
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
考

え
た
よ
う
で
あ
る
。

(
叩
)
巧

g
S
F
H当
日
Nlω
・

(
紅
)
一
九
三
二
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
デ
イ
ル
H

コ
ネ
リ
l
法
案
が
上

程
さ
れ
た

o
F
g
R
p
z
a
-

(
ロ
)
一
九
二
九
年
か
ら
三
一
一
年
に
か
け
六
九
の
プ
ラ
ン
が
設
立
さ
れ

た
が
、
そ
れ
以
上
の
数
の
既
存
プ
ラ
ン
が
廃
止
に
追
い
込
ま
れ
た
。

ρロ
白
色
白
関
口
0
・
℃
由

ω吋・

(お
)
A
F
L
な
ど
の
労
働
組
合
も
、
一
九
三
二
年
を
境
に
し
て
公
式

に
社
会
保
険
賛
成
の
立
場
に
変
わ
っ
た
。

第
五
項
そ
の
他

最
後
に
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
規
制
対
象
と
な
っ
た
若
干
の
分

野
に
つ
き
、
二

O
世
紀
に
お
け
る
公
的
救
済
の
進
展
状
況
を
概
観
し
て
お

き
た
い
。

第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
従
来
、
貧
困
者
は
労
働
能
力
の
あ
る
者
と
然

ら
ざ
る
も
の
に
分
け
ら
れ
、
前
者
に
つ
い
て
は
私
的
救
済
に
委
ね
ら
れ
て

北法40(4・189)1023 
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い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二

O
世
紀
に
入
り
貧
困
の
社
会
的
性
格
(
社
会

責
任
的
貧
困
観
)
が
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
公
的
な
救
済
措
置
の
拡
大

を
求
め
る
運
動
が
様
々
な
形
で
生
じ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
児
童
福
祉
な
い

し
母
子
福
祉
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
一
九

O
九
年
、
要
扶
養
児
童
に
関
す

る
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
会
議
(
者
E
R
図
。

g
o
n
s
r
z
R巾
)
が
開
催
さ
れ
、

以
後
連
邦
政
府
が
直
接
こ
の
問
題
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
一
九
一
二
年
、
連
邦
児
童
局

(
h
E
E吋
2.由

回日

gz)
が
設
置
さ
れ
た
。
同
局
は
、
児
童
福
祉
分
野
に
お
い
て
、
以
後

重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
初
代
児
童
局
長
J
・
ラ
ス
ロ
ッ
プ
(
』
己
宮
戸
丘
町
]
O
匂
)
の
着
想

に
よ
り
、
一
九
一
八
年
、
母
子
保
健
法
案
(
目
巳

g
q
g仏
冨
箆
巾

5
5、

田
口
)
、
い
わ
ゆ
る
シ
ェ
パ
ー
ド
リ
タ

l
ナ
l
法
案
が
提
出
さ
れ
、
激
し
い

議
論
の
末
、
一
九
一
二
年
に
成
立
し
た
。
同
法
に
よ
り
、
以
後
一
九
二
九

年
ま
で
の
問
、
各
地
に
母
子
保
健
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
る
な
ど
母
子
福

祉
の
充
実
が
図
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
後
の
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
第
五

編
の
基
盤
を
形
成
し
た
。

ま
た
、
老
齢
年
金
運
動
に
先
が
け
て
行
わ
れ
た
公
的
な
寡
婦
年
金
な
い

し
母
親
年
金
の
支
給
を
求
め
る
運
動
も
、
先
の
一
九

O
九
年
ホ
ワ
イ
ト
ハ

ウ
ス
会
議
の
成
果
で
あ
っ
た
。
一
九
一
一
年
の
イ
リ
ノ
イ
州
を
皮
切
り
に

多
く
の
州
が
立
法
を
行
な
い
、
そ
の
数
は
一
九
一
九
年
現
在
で
三
九
の
州

に
及
ん
だ
。
こ
れ
は
、
後
の
社
会
保
障
法
第
四
編
の
基
盤
と
な
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
に
寡
婦
に
対
す
る
公
的
な
居
宅
救
護
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
労
働
能
力
の
あ
る
者
に
は
私
的
機
関
の
救
済
に
よ
る
と
の
従

来
の
原
則
が
大
き
く
崩
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

障
害
者
に
つ
い
て
は
、
公
的
な
居
宅
救
護
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
視
覚

障
害
者
で
あ
り
、
ニ

O
世
紀
初
頭
よ
り
視
覚
障
害
者
年
金
立
法
の
制
定
が

開
始
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
三
四
年
現
在
、
二
四
州
が
当
該
制
度
を
有
し

て
い
た
。
こ
の
制
度
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
第
一

O
編
の
基
盤
を

形
成
し
た
。

最
後
に
公
衆
衛
生
に
関
し
て
は
、
既
に
一
九
世
紀
半
ば
に
そ
の
発
展
を

見
い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
発
展
は
、
疾
病
の
原
因
に

つ
い
て
の
医
学
的
発
見
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
二

O

世
紀
に
か
け
て
、
ソ

l
シ
ャ
ル
・
ワ

l
カ

l
の
貢
献
も
あ
っ
て
個
人
の
責

に
帰
せ
ら
れ
得
な
い
疾
病
が
し
ば
し
ば
貧
困
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
先
に
み
た
よ
う
に
健
康
保
険
は
立

法
化
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
疾
病
の
予
防
を
も
た
ら
す
公
衆
衛
生
立

法
が
実
現
に
向
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
九
一
三
年
に
は
じ
め
て

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
公
衆
衛
生
法
苛
ロ
豆
町
田
g
p
F
F問
看
)
が
制
定
さ

れ
た
の
こ
の
分
野
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
第
六
編
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
。
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アメリカにおりる社会保障制度の形成(二)

当
初
は
商
務
労
働
省
(
ロ
告
白
ユ
ヨ
巾
三

O
同
門

0
5
5
2
2
自己

戸白
σ。
司
)
、
一
年
後
に
は
新
設
さ
れ
た
労
働
省
の
管
轄
下
に
お
か
れ

た
。
、

H，E
S
H
R
-
句
サ
さ
送
、
。
ミ

h
Q
S
S
Fで
同
容
『
同

ω芯
Hhwzg・

(
2
)

こ
の
立
法
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
乳
幼
児
・
妊
産
婦
の

死
亡
率
は
明
ら
か
に
低
下
し
た
。

ignu-巴
|
叶
・

(
3
)

こ
の
背
景
と
し
て
、
要
扶
養
児
童
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
従
来

院
内
救
護
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
世
紀
末
に
か
け
、
個

別
的
処
遇
の
重
要
性
、
家
庭
内
扶
養
の
優
越
性
が
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
』

5.h・H
】円)
H
C
印
|
一
?

H

∞吋・

(
4
)
E
g
F
g
m
h
wミ
慢
な
』
可

MUS九九
山
町
内
ミ
ミ

.P
苦
H
N品
l
|印・

(
5
)
d
o
n
-巴

ω巾
2
E
q℃
g
m門担
B
田
山
口
同
町
巾
巴
旦
芯
己
盟
国
同

2
・
凶
器
戸

JF円礼
町
~
~
山
町
内

R
3
.
h可
N
W
ミ
』
』
容
認
旬
。
(
〉
胃
呂
∞
叶
)
円
】
印
N
・

(
6
)

一
八
四
八
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
衆
衛
生
法
の
通
過
と
南
北
戦
争

に
よ
る
健
康
問
題
の
発
生
を
契
機
と
し
て
、
多
く
の
大
都
市
お
よ

び
州
に
衛
生
委
員
会
が
創
設
さ
れ
、
さ
ら
に
一
八
七
二
年
に
は
ア

メ
リ
カ
公
衆
衛
生
協
会
(
〉
ヨ
∞
ユ
ロ
白
ロ
司
己
主
山
口
出

g-吾
〉
g
o
n
g
e

丘
。
ロ
)
、
一
八
七
九
年
に
は
全
国
保
健
委
員
会

(
Z
巳

gs-∞S
E

C
同
国

g
p
y
)
が
創
設
さ
れ
た
。
吋
円
包
E
R
-
-
N
0・

LS位、同】
E
N
O
l
H
・

1 7 

第
二
章

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
成
立
過
程

序
章
お
よ
び
第
一
章
で
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
検
討
の
い
わ

ば
前
提
作
業
と
し
て
、
現
行
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
あ
ら
ま
し
と
、

一
九
三
五
年
法
を
出
発
点
と
し
た
場
合
の
い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障

寸
前
史
」
に
つ
き
概
説
し
た
。
と
り
わ
け
前
章
第
二
節
で
は
、
労
災
、
疾
病
、

老
齢
、
失
業
と
い
っ
た
社
会
危
険
に
対
処
す
る
た
め
、
一
九
一

0
年
代
か

ら
二

0
年
代
に
か
け
て
活
発
化
し
た
社
会
保
険
運
動
の
流
れ
を
辿
り
、
そ

の
(
労
災
を
除
く
と
)
決
し
て
順
調
と
は
い
え
な
か
っ
た
道
程
を
明
ら
か

に
し
た
。
さ
て
、
本
章
以
降
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
お
よ
び
一
九
三
九
年
修

正
法
の
検
討
に
入
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い

て
、
連
邦
社
会
保
障
法
制
定
へ
と
向
か
う
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
大
恐
慌

の
勃
発
か
ら
ニ
ュ
!
デ
ィ

1
ル
期
に
至
る
激
動
の
政
治
的
・
経
済
的
状
況

を
概
観
し
、
従
来
の
主
と
し
て
州
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
保
険
運
動
を
超

え
て
、
連
邦
政
府
に
よ
る
対
応
が
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
を
み
て
お

き
た
い
。
つ
い
で
第
二
節
に
お
い
て
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
立
法

過
程
を
辿
る
が
、
具
体
的
に
は
、
こ
の
立
法
に
際
し
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
経
済
保
障
委
員
会

(
C
E
S
)
の
組
織
と
立
法
の
審
議
過
程
、
そ
れ

に
一
九
三
五
年
法
の
基
盤
を
な
し
た
同
委
員
会
報
告
書
の
内
容
を
検
討
し

北法40(4・191)1025 
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た
い
。
と
り
わ
け
C
E
S
報
告
書
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
基
盤

を
構
築
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
そ
の
理
念
の
包
括
性
に

お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
パ
リ
ッ
ジ
報
告
ご
九
四
二
年
)
、
フ
ラ
ン
ス

の
ラ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン
(
一
九
四
五
年
)
に
相
当
す
る
、
一
国
の
社
会
保
障

立
法
の
方
向
付
け
に
多
大
な
貢
献
を
な
し
た
報
告
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
「
経
済
保
障
窓
口
。
ロ
。

g
w
R
2・

号
可
)
」
理
念
は
、
失
業
救
済
、
公
共
事
業
な
ど
を
も
統
合
す
る
概
念
で
あ

り
、
ア
メ
リ
カ
の
公
的
貧
困
救
済
に
み
ら
れ
る
伝
統
的
特
徴
(
自
助
の
強

調
、
労
働
が
可
能
で
あ
る
限
り
雇
用
が
最
良
の
救
済
方
法
で
あ
る
と
の
考

え
方
)
を
継
承
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
連
邦
議
会
に
お
い
て

C
E
S
案
が
知
何
な
る
修
正
を
受
け
た
の

か
に
つ
い
て
も
辿
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
公
聴
会
に
お
け
る
議
論
を

取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
立
法
過
程
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
た
だ

し
、
一
九
三
五
年
法
の
内
容
自
体
の
具
体
的
評
価
に
つ
い
て
は
第
三
章
で

行
な
う
。

第
一
節

社
会
保
障
法
制
定
の
背
景

一
九
二

0
年
代
ま
で
は
、
公
的
福
祉
分
野
に
つ
き
州
法
で
す
ら
制
定
に

至
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
連
邦
立
法
制
定
に
向
け
て
の
動

き
が
急
に
な
っ
た
こ
の
時
代
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
単
行
法
規
の

立
法
過
程
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
時
代
状
況
を
把
援
し
て
お
く
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
連

邦
社
会
保
障
法
の
立
法
過
程
を
辿
る
前
に
、
そ
の
直
接
の
引
き
金
に
な
っ

た
大
恐
慌
、
大
不
況
か
ら
F
・
D
-
ル
l
ズ
ベ
ル
ト
に
よ
る
ニ
ュ

l
デ
ィ

l

ル
政
策
に
至
る
時
代
背
景
に
つ
き
概
観
し
て
お
き
た
い
。
と
り
わ
げ
、
第

二
項
で
触
れ
る
社
会
保
障
立
法
と
相
互
補
完
性
を
有
す
る
失
業
救
済
、
公

共
事
業
を
め
ぐ
る
動
き
は
重
要
で
あ
る
。

北法40(4・192)1026

大
恐
慌
と
ニ
ュ

1
デ
ィ

l
ル
政
策

大
恐
慌
の
勃
発
と
フ

l
パ
l
の
政
策

一
九
二
九
年
一

O
月
二
四
日
は
、
通
常
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
株
式
恐
慌

が
勃
発
し
た
目
、
い
わ
ゆ
る
「
暗
黒
の
木
曜
日

BEn-肉、
H
d目
的
仏
国
可
)
」

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
以
後
株
式
市
場
は
大
暴
落
に
向
か
い
、

ア
メ
リ
カ
は
大
恐
慌
・
大
不
況
へ
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ク
ー
リ
ッ
ジ
の
後
任
と
し
て
共
和
党
の
指
名
を
受
け
、
一
九
二
八
年
選

挙
の
結
果
、
大
統
領
の
地
位
に
就
い
た
フ

l
パ
l
(出

2
Zユ
ロ
白
号

出

8
4巾
叶
)
は
、
当
初
、
景
気
の
回
復
に
対
し
楽
観
的
な
見
通
し
を
持
っ
て

い
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
ま
た
、
後
の
ニ
ュ

l
デ
ィ

l

ル
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
な
、
政
府
の
経
済
的
機
能
を
拡
大
す
る
端
緒
と
な

第

項

( 

ー
) 



アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

る
政
策
を
も
打
ち
出
し
て
い
っ
た
。

フ
l
パ
ー
は
ま
ず
、
一
九
二
九
年
一
一
月
、
産
業
界
、
農
民
、
労
働
組

合
な
ど
の
代
表
と
会
談
を
行
な
い
、
産
業
界
か
ら
は
賃
金
率
維
持
の
約
束

を
、
労
働
側
か
ら
は
ス
ト
・
賃
上
げ
要
求
自
粛
の
誓
約
を
得
る
。
農
業
政

策
と
し
て
は
、
農
産
物
の
価
格
維
持
を
目
的
と
し
た
連
邦
農
務
委
員
会

(
F

F
B
一
司

aq包
司

R
B
∞
。
白
丘
)
を
設
置
し
、
さ
ら
に
一
九
三

O
年
六

月
、
ホ

l
リ
l
H
ス
ム

1
ト
関
税
法
に
よ
り
輸
入
関
税
率
を
五

O
%以
上

引
き
上
げ
た
。
財
政
政
策
と
し
て
は
、
一
九
二
九
年
歳
入
法
を
成
立
さ
せ
、

一
九
三

O
年
納
税
分
に
限
り
所
得
税
減
税
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置

は
、
国
民
に
心
理
的
好
影
響
を
与
え
、
一
九
三

O
年
前
半
に
か
け
生
産
活

動
は
一
時
持
ち
直
し
た
。
し
か
し
、
同
年
後
半
か
ら
再
び
悪
化
し
、
一
服

の
後
、
さ
ら
に
一
九
三
二
年
の
金
融
恐
慌
に
突
入
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

に
至
り
フ

1
パ
ー
に
よ
っ
て
、
よ
り
積
極
的
な
政
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

銀
行
倒
産
の
危
機
に
直
面
し
た
フ

1
パ
l
は
、
銀
行
の
共
同
出
資
に
よ

る
救
済
機
関
と
し
て
、
一
九
三
一
年
一

O
月
、
全
米
信
用
会
社

(
N
C
C
一

Z
R
Z
Dと
の
叶
包
芹
打
。
弓
ミ
丘
一
。
ロ
)
を
設
立
し
た
が
、
諸
々
の
抑
制
要
因

に
よ
り
融
資
額
は
伸
び
な
か
っ
た
。
つ
い
で
一
九
三
二
年
一
月
、
復
興
金

融
公
社

(
R
F
C
一m
m
g
B可
znz。
ロ
ヨ
ロ
田
口
円
巾
。
。
召
ミ
注
目
。
ロ
)
が
設

立
さ
れ
、
主
と
し
て
銀
行
・
鉄
道
に
対
す
る
融
資
を
開
始
し
た
。
同
年
二

月
に
は
、
グ
ラ
ス
H
ス
テ
ィ

1
ガ
ル
法
(
色
回
目
的
・

2
2
m白
ロ
〉
円
円
)
が
成
立

し
、
連
邦
準
備
制
度
は
、
適
格
手
形
に
加
え
政
府
証
券
を
そ
の
銀
行
券
に

対
す
る
準
備
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
大
規

模
な
買
オ
ペ
、
ひ
い
て
は
金
融
緩
和
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
財
政
赤
字
増
大
抑
制
の
見
地
か
ら
増
税
が
行
な
わ
れ
、

同
年
六
月
に
一
九
三
二
年
歳
入
法
と
し
て
成
立
し
た
。

一
方
、
救
済
政
策
に
つ
い
て
は
、
失
業
者
数
が
一
九
三
二
年
に
は
一
、

三
O
O万
人
余
を
数
え
、
こ
れ
を
無
視
し
得
な
い
状
況
に
至
っ
た
。
連
邦

に
よ
る
救
済
を
求
め
る
動
き
が
高
ま
り
、
数
々
の
救
済
案
が
連
邦
議
会
に

上
程
さ
れ
、
結
局
、
七
月
一
一
一
目
、
緊
急
救
済
建
設
法
(
開

B
R
m
g円山、

岡
山
市
}
ぽ
ご
呂
岱
わ
。
ロ
印
可
ロ
2
5ロ
〉
円
円
)
と
し
て
実
現
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

先
に
成
立
し
た
R
F
C
を
通
じ
て
、
州
お
よ
び
地
方
に
対
し
、
三
億
ド
ル

の
失
業
救
済
資
金
の
貸
付
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

フ
l
パ
1
政
権
下
に
お
け
る
失
業
対
策
は
、
一
定
の
ジ
レ
ン
マ
を
内
在

的
に
背
負
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
ず
と
限
界
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
深
刻
な
失
業
問
題
に
対
し
て
は
、
非
回
収
的

支
出
の
性
格
を
有
す
る
政
府
の
財
政
支
出
を
も
っ
て
対
処
す
る
の
が
も
っ

と
も
効
果
的
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
増
税
政
策
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
均
衡
予
算
に
と
ら
わ
れ
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
方
式
は
採

り
得
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

R
F
C
と
い
う
金
融
救
済
機
関
に
お
け
る
貸
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付
と
い
う
方
式
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
の
ニ
ュ

i
デ
ィ

1
ル

期
に
お
い
て
は
、
補
助
金
方
式
に
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

1 

(
こ
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
虞
『
ア
メ
リ
カ
政
治
外
交
史
』
(
東
大

出
版
会
、
一
九
七
五
年
)
、
ア
メ
リ
カ
学
会
詩
編
『
原
典
ア
メ
リ
カ

史
』
第
五
巻
(
岩
波
書
底
、
一
九
五
七
年
)
、
『
岩
波
講
座
世
界

歴
史
二
七
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
七
四
年
)
、
新
川
健
三
郎
編
『
大

恐
慌
と
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
』
(
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
)
、

J
・
K
・

ガ
ル
プ
レ
イ
ス
(
牧
野
昇
監
訳
)
『
大
恐
慌
』
(
新
訳
)
(
徳
間
書
底
、

一
九
八
八
年
)
、
新
井
光
吉
「
フ

l
ヴ
ァ
の
不
況
対
策
(
上
)
(
下
)
」

『
金
融
経
済
』
一
八
七
、
一
八
八
号
(
一
九
八
一
年
)
を
参
照
し
た
。

大
暴
落
後
の
大
不
況
の
原
因
と
し
て
は
様
々
な
見
方
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
例
え
ば
、
斎
藤
・
前
掲

書
一
九
一
一
九
二
頁
参
照
。

フ
1
パ
l
の
政
策
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る

も
の
と
、
自
由
放
任
主
義
に
固
執
し
た
が
た
め
に
積
極
的
な
不
況

政
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
、
消
極
的
に
評
価

す
る
も
の
に
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に
立

ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
も
差
し
控
え
た
い
。
新
井
・
前
掲
論
文

一
O
四
l
一
O
六
頁
参
照
。

2 3 

上

(
4
)
 
そ
の
他
連
邦
公
共
事
業
が
提
案
さ
れ
、
金
融
緩
和
政
策
な
ど
が

実
施
さ
れ
た
。
新
井
・
前
掲
論
文
(
上
)
一

O
八
l
一一

O
頁。

製
造
業
者
消
費
税
が
導
入
さ
れ
た
ほ
か
、
個
人
所
得
普
通
税
率

の
累
進
性
が
強
化
さ
れ
た
。
新
井
・
前
掲
論
文
(
上
)
一
二
七
頁
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
所
得
税
・
相
続
税
の
激
減
に
よ
り
、
全
体

的
に
み
れ
ば
七
、

0
0
0万
ド
ル
の
増
収
に
と
ど
ま
っ
た
。

五
月
か
ら
七
月
に
か
け
、
退
役
軍
人
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ー

ナ
ス
(
恩
給
)
行
進
が
、
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
に
向
け
て
行
な
わ
れ

た
。
新
川
編
・
前
掲
書
六
頁
。

新
井
・
前
掲
論
文
(
下
)
八
五
|
八
六
頁
。

し
か
し
な
が
ら
、
事
実
上
こ
れ
ら
の
貸
付
は
返
済
さ
れ
ず
、
実

質
的
に
補
助
金
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
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5
)
 

(6) 

7 8 

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
政
策

(i)

第
一
次
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル

(
こ
で
概
説
し
た
通
り
、
大
不
況
下
に
あ
っ
て
ブ

1
パ

l
は
一
定
の
対

策
を
講
じ
た
が
、
そ
の
任
期
終
了
時
に
到
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
経
済
は

回
復
の
見
込
が
立
た
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
大

統
領
選
挙
が
行
な
わ
れ
、
民
主
党
候
補
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事
で
あ
っ

た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・

D
・ル

1
ズ
ベ
ル
ト
(
司
『
出
口
E
Z

( 

) 

ロ巾
H
i

白
口
。



アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

H
T
〕
。
田
町
認
さ
が
、
そ
の
選
挙
戦
で
有
名
な
「
新
方
策

(
Z
g弔
問
〉

2
3
L
を

提
唱
し
、
圧
倒
的
勝
利
を
お
さ
め
た
。

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
大
統
領
に
就
任
し
た
当
時
、
金
融
恐
慌
は
最
悪
の
状

況
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
就
任
直
後
に
四

日
間
の
全
国
銀
行
休
業
(
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
)
を
命
ず
る
と
と
も
に
、
金
輸

出
禁
止
令
を
発
し
、
金
の
引
出
し
ゃ
輸
送
を
禁
ず
る
措
置
を
と
っ
た
。
そ

し
て
、
連
邦
議
会
の
開
会
と
と
も
に
緊
急
金
融
法
白

5
2
m
g門
司
∞

gw'

zm〉
n
H
)

が
成
立
し
、
銀
行
の
基
盤
の
立
て
直
し
が
図
ら
れ
た
。

つ
い
で
、
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
は
、
同
じ
く
緊
要
な
課
題
で
あ
る
失
業
問
題

(4) 

に
対
処
し
た
。
す
な
わ
ち
、
三
月
三
一
目
、
民
間
資
源
保
存
団

(
C
C
C
一

ci--同
ロ
わ
O
ロ印巾円〈由民
O
ロ
わ
O
召
凹
)
を
組
織
し
、
職
の
な
い
青
年
に
仕
事

を
与
え
、
植
林
活
動
な
ど
自
然
資
源
の
保
全
に
従
事
さ
せ
る
と
と
も
に
、

五
月
一
一
一
日
、
連
邦
緊
急
救
済
法
(
司
邑
負
担

-
P
Z括
巾

RMN
周
忌
え
〉
口
同
)

を
制
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
連
邦
緊
急
救
済
局
(
司
包
巾

E
-
M
W
5
2
m
g門司

河
巾
忠
良
〉
己

S
E目
的
守
主
守
口
)
を
設
置
し
、
失
業
救
済
を
図
る
こ
と
に
な
っ

た
。
六
月
に
は
後
述
す
る
全
国
産
業
復
興
法
に
よ
り
公
共
事
業
局

(
P
W

A
一司己】

-w
当

2
E
〉己
B
Z
U可
見
芯
ロ
)
が
、
さ
ら
に
一
一
月
に
は
民

間
事
業
局

(
C
W
A
一
の
守
口
当

R
E
〉
仏
ヨ

E
E
E
a
oロ
)
が
設
置
さ
れ

た
が
、
い
ず
れ
も
応
急
的
措
置
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

農
業
政
策
と
し
て
は
、
農
業
の
金
融
難
に
対
処
す
る
た
め
、
緊
急
農
地

抵
当
法

s
s
q
m
g門
司
司
R
S
E。
江
町
白
帆
町
内
〉
円
件
)
が
制
定
さ
れ
る
と
と

も
に
、
農
業
信
用
局
(
司

R
g
n
z与
一
昨
〉
円
山
吉
山
口
町
守
主
Z
D
)

が
設
置
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
全
国
産
業
復
興
法
と
と
も
に
第
一
次
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
の

柱
と
な
っ
た
農
業
調
整
法

(
A
A
A
一〉
m
三
円
三
宮
吋
包
〉
企
ロ

2
5巾三

〉
巳
)
が
制
定
さ
れ
、
調
整
政
策
の
実
施
機
関
と
し
て
農
業
調
整
局
(
〉
m
ユ・

2-zz-
〉
&
ロ

2
5
2件
〉
仏
B
S目
的
可
白
色
。
ロ
)
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
法

律
は
、
生
産
統
制
(
主
要
農
産
物
の
作
付
制
限
)
と
そ
の
平
衡
価
格
の
設

定
を
規
定
し
、
生
産
削
減
の
代
償
と
し
て
農
産
物
加
工
税
を
財
源
と
す
る

補
助
金
を
交
付
す
る
と
い
う
意
味
で
、
資
金
の
裏
付
け
を
も
っ
画
期
的
な

政
策
で
あ
っ
た
。

金
融
政
策
と
し
て
は
、
証
券
法
ご
九
三
三
年
五
月
)
、
，
ク
ラ
ス
H
ス

テ
ィ

1
ガ
ル
銀
行
法
(
同
年
六
月
)
な
ど
が
成
立
し
、

R
F
C
資
金
に
よ

る
資
金
援
助
を
超
え
た
規
制
権
限
を
行
使
す
る
権
能
が
連
邦
政
府
に
付
与

(6) 

さ
れ
た
。
A
A
A
と
と
も
に
最
も
注
目
す
べ
き
立
法
は
、
六
月
一
六
日
に
成
立
し

た
全
国
産
業
復
興
法

(
N
I
R
A
一
Z
2
Zロ
色
宮
門
吉
田
豆
巳
河
巾

8
4巾弓

〉
三
)
で
あ
っ
た
。
実
施
機
関
と
し
て
は
、
全
国
復
興
局

(
N
R
A
一

Z
呉
芯
口
出
}
H
N

巾
2
4巾
弓
〉
色
白
吉
町
門
司
由
同
宮
口
)
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
法
律

は
、
産
業
の
復
興
と
労
働
者
の
救
済
を
目
的
と
し
た
総
合
的
な
産
業
政
策

の
実
施
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
停
止
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す
る
と
と
も
に
公
正
競
争
規
約
(
コ

l
ド
)
の
認
可
権
限
を
大
統
領
に
与

え
る
一
方
で
、
労
働
者
に
団
結
権
・
団
体
交
渉
権
を
認
め
、
さ
ら
に
公
共

事
業
の
促
進
を
図
る
た
め
、
上
述
の
P
W
A
が
設
置
さ
れ
た
。

N
I
R
A
の
下
で
は
労
働
運
動
が
活
発
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

使
用
者
側
も
会
社
組
合
の
育
成
を
図
っ
た
た
め
労
使
関
係
が
悪
化
し
、
一

九
三
三
年
後
半
か
ら
労
働
者
に
よ
る
争
議
件
数
が
著
し
い
増
加
を
示
し

た
。
そ
こ
で
、
一
九
三
三
年
八
月
、
労
・
使
・
公
益
委
員
か
ら
な
る
全
国

労
働
委
員
会

(
N
L
B
一Z
M
E
Cロ
色
円
白
σ耳
切

O
R
e
が
組
織
さ
れ
、
こ

れ
は
翌
一
九
三
四
年
六
月
の
全
国
労
働
関
係
委
員
会

(
N
L
R
B
一

Z
丘
一
。
ロ
巳
戸
同
σ
R
M
N巳
白
色
。
日
切
。
白
丘
)
に
引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
機
関
に
よ
る
裁
定
に
は
強
制
カ
が
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た

N
R
A
体
制
に
よ
る
規
制
は
、
労
働
者
側
は
そ
の
労
働
条
項

が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
使
用
者
側
も
、
事
実
上

N
R
A
体
制

を
支
配
し
て
は
い
た
も
の
の
、
課
題
で
あ
っ
た
産
業
組
織
基
盤
の
確
立
を

既
に
成
し
遂
げ
た
こ
と
か
ら
、
逆
に
こ
れ
ら
の
規
制
が
負
担
と
な
る
に
至

り
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

N
I
R
A
と
並
ぶ
ニ
ュ

l
デ
ィ

l

ル
の
柱
で
あ
る
A
A
A
も
、
そ
の
主
た
る
受
益
者
が
富
農
層
に
限
ら
れ
、

貧
農
救
済
の
政
策
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
緊
急
的
な
失
業
救
済
は

行
な
わ
れ
た
も
の
の
、
一
般
国
民
に
対
す
る
安
定
的
な
所
得
保
障
は
、
い

ま
だ
制
度
的
に
は
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

1

ル
体
制
は
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
使
用

者
側
は
、
一
九
三
四
年
に
景
気
が
や
や
回
復
し
た
こ
と
も
あ
り
、
政
府
に

よ
る
統
制
に
反
発
し
、
反
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
勢
力
が
中
心
と
な
っ
て
ア
メ

リ
カ
自
由
連
盟
(
〉

Bq-n自
己
σ
q
q
円

g
m己
巾
)
を
結
成
し
た
。
他
方
、

依
然
と
し
て
大
量
の
失
業
が
存
在
し
、
一
般
国
民
の
生
活
不
安
に
対
す
る

対
策
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
草
の
根
(
グ
ラ
ス
・
ル

l

(
8
)
 

ツ
)
に
よ
る
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
批
判
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
社
会
党
・
共

産
党
と
い
っ
た
社
会
主
義
勢
力
が
台
頭
し
は
じ
め
て
い
た
。
こ
う
し
た

(
9
)
 

様
々
な
批
判
の
中
に
あ
っ
て
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
新
た
な
産
業
政
策
と
福

祉
政
策
に
踏
み
込
む
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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第
二
次
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル

ま
ず
、
産
業
政
策
と
し
て
は
、
一
九
三
五
年
七
月
、
全
国
労
働
関
係
法

(
Z白
巴
。
ロ
白
}
戸
白
σ
2
H
N色
白
色
。

E
〉
円
円
)
、
い
わ
ゆ
る
ワ
グ
ナ

l
法
が
成
立

し
、
団
結
権
、
団
体
交
渉
権
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
使
用
者
側
の
会

社
組
合
な
ど
に
よ
る
反
組
合
的
措
置
を
不
当
労
働
行
為
と
し
て
禁
じ
、
労

使
関
係
を
規
律
す
る
全
国
労
働
関
係
委
員
会

(
N
L
R
B
一Z
白色
O
口同-

F
白
σ
2
H
N色
白
昨
日
。
日
切
C
由
丘
)
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
八
月
に
は
一
九
三

五
年
銀
行
法
が
成
立
し
、
連
邦
準
備
制
度
が
改
組
さ
れ
、
政
府
の
銀
行
に

対
す
る
規
制
力
が
大
幅
に
増
大
し
た
。
違
憲
判
決
を
受
け
た
A
A
A
に
対

11 
) 



一
九
三
六
年
二
月
、
土
壌
保
全
国
内
割
当
法

ao--ゎ
S
2
2白
-

zcロ
田
口
門
目
。
。
ョ
巾
mpHkr--25巾
己
〉
己
)
に
よ
り
、
実
質
的
に

A
A
A

し
て
は
、

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

の
減
反
補
償
政
策
を
引
き
継
ぐ
手
当
が
な
さ
れ
た
。

一
方
、
従
来
の
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
経
済
的
弱
者
に
対
す
る
社
会
政
策
と
し
て
、
一
九
三
五
年
八
月
、

本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
社
会
保
障
法

G
o
n
E
r
gユ
守
〉
巳
)
が
成

立
し
た
。
ま
た
、
税
制
面
で
も
同
月
、
一
九
三
五
年
歳
入
法
が
成
立
し
た
。

失
業
対
策
と
し
て
は
、
緊
急
救
済
支
出
法
(
何

5
2
m
g
Q
F
-
E
〉
3
5目

胃

s
z
g〉
立
)
に
基
づ
き
、
同
年
五
月
、
事
業
促
進
局

(
W
P
A
一
君
。
号
回

目
)
円
高
見
白
血
〉
門
吉

Z
E
E巴
O
ロ
)
が
設
立
さ
れ
、
後
に
一
九
三
九
年
、
巧

2
E

P
&
Rケ
〉
己

B
E
a『
丘
町
内
)
ロ
(
事
業
促
進
局
)
と
改
称
さ
れ
、
一
九
四
二
年

に
解
消
さ
れ
る
ま
で
ニ
ュ

1
デ
ィ

1
ル
期
最
大
規
模
の
失
業
対
策
事
業
を

行
な
っ
た
。

N
L
R
A
の
も
と
で
労
働
運
動
も
拡
大
を
み
せ
た
が
、
従
来

の
職
能
別
組
合
に
対
し
て
ジ
ョ
ン
・

L
・
ル
イ
ス
(
』
。
}
百
戸
巾
毛
色
守
口

戸
内
豆
田
)
を
中
心
に
産
業
別
組
合
主
義
の
主
張
が
な
さ
れ
、
一
九
三
五
年
一

一
月
に
は
A
F
L
内
部
に
産
業
別
労
働
組
合
委
員
会

(
C
I
O
一。。
B
・

5
5
2
rユ
ロ
仏

5
Eと
。
謁
曲
三
N

丘一
o
ロ
)
が
結
成
さ
れ
た
。

c
I
O
は、

一
九
三
八
年
に
は
産
業
別
労
働
組
合
会
議
行

S
呪
開
訴
え

Z
E鬼
門

E

O
話
回
口
町
民
宮
口
)
と
な
っ
て

A
F
L
か
ら
分
離
し
、
こ
れ
を
凌
ぐ
規
模
に

成
長
し
て
い
っ
た
。

一
九
三
六
年
大
統
領
選
挙
に
あ
た
り
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
無
投
票
で
民

主
党
候
補
に
指
名
さ
れ
た
。
二
万
、
共
和
党
は
ラ
ン
ド
ン
を
指
名
し
、

ニュ

l
デ
ィ

l
ル
を
批
判
し
た
が
、
結
果
は
、
組
織
労
働
者
、
福
祉
受
給

者
、
農
民
、
知
識
人
な
ど
幅
広
い
層
の
支
持
を
得
た
ル

1
ズ
ベ
ル
ト
の
大

勝
利
に
終
わ
っ
た
。

一
九
三
七
年
夏
に
か
け
て
景
気
は
一
時
的
な
回
復
傾
向
を
見
せ
、
工
業

生
産
水
準
も
恐
慌
以
前
の
状
態
に
一
戻
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
つ
か
の
間
、

八
月
に
は
再
び
景
気
後
退
が
深
刻
化
し
、
「
恐
慌
の
中
の
恐
慌
L

と
呼
ば
れ

る
状
況
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
公
共
支
出
の
削
減
が
影
響
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
以
後
、
単
な
る
「
誘
い
水
」
で
は
な
く
恒
常
的

な
財
政
支
出
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ル
1
ズ
ベ
ル
ト
は
、

w
p
A
へ
の
資
金
提
供
、

R
F
C
の
貸
付
権
限
拡
大

な
ど
の
対
策
を
講
じ
た
が
、
そ
の
関
心
は
国
防
支
出
に
も
向
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
一
九
三
八
年
に
は
海
軍
拡
張
計
画
に
着
手
す
る
な
ど
、
以
後
、

戦
時
体
制
の
色
彩
を
帯
び
る
に
至
っ
た
。

圧
倒
的
勝
利
を
納
め
た
ル

1
ズ
ベ
ル
ト
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
第
二
次
政

権
は
次
の
諸
点
に
お
い
て
限
界
に
達
し
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

N

I
R
A
、
A
A
A
を
相
次
い
で
違
憲
と
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
改
革
を

試
み
た
が
失
敗
し
た
。
さ
ら
に
、
大
統
領
の
指
名
に
過
半
数
の
得
票
で
足

り
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
南
部
民
主
党
が
反
発
し
、
共
和
党
保
守
派

北法40(4・197)1031
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と
の
連
合
に
よ
り
一
九
三
七
年
の
会
期
以
降
、
社
会
関
連
立
法
の
成
立
が

妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
三
二
年
に
は
、
銀
行
閉
鎖
数
こ
そ
一
、
四
五
三
行
と
前
年

(
二
、
ニ
九
三
行
)
を
下
回
っ
た
が
(
吉
富
勝
『
ア
メ
リ
カ
の
大
恐

慌
』
三

O
一
頁
)
、
実
体
経
済
に
お
い
て
は
、
国
民
総
生
産
が
七
六

三
億
ド
ル
か
ら
五
八
五
億
ド
ル
、
鉱
工
業
生
産
指
数
こ
九
一
三

年
H
一
O
O
)
も一

O
八
・
八
か
ら
八
三
・
七
と
依
然
と
し
て
下

降
線
を
辿
っ
て
い
た
。
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
二
七
』
八
四

|
八
五
頁
。

(
2
)

ニュ

l
デ
ィ

l
ル
に
関
す
る
文
献
は
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は

(
ご
で
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
主
と
し
て
以
下
の
文
献
を
参
考
に

し
た
。
当
ロ
-
E
B
開

-
F
g
n
z
g
E吋
mw
吋
S
尋
芯
悼
匂
・
勾
。
号
室
町
~H

Sh叫
H
p
h
N〈
町
さ

b
s
~
N
M
w
h
w
h
w
l
N
M
X門
Y
(
Z
m
J司
J

問
。
吋
}
内
一
回
同
召
向

。
。
-
。
害
。
ロ
∞
。
。

E
・
回
申
告
)
一
月
。
σ
巾ユ
ω・
冨
円
巴
〈
回
一
口
0

・同
2
F向

。sa
H
U
Rも
司
、
間
的
同

N.03
・(吋

-
5
2
図。。
w
p
E∞
仏
)
・
ア
メ
リ
カ
経
済

研
究
会
編
『
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
の
経
済
政
策
』
(
慶
慮
通
信
、
一
九

六
五
年
)
。

(3)

一
九
三
三
年
五
月
の
破
産
銀
行
数
は
、
一
九
二
九
l
一
九
三
三

年
で
最
高
の
三
、
四
六

O
行
に
上
っ
た
。
新
井
光
士
口
「
フ

l
ヴ
ア

1 

(
4
)
 の
不
況
対
策
(
上
)
」
一
三
五
頁
。

あ
る
試
算
に
よ
れ
ば
、
失
業
者
数
は
次
頁
の
表
に
掲
げ
る
よ
う

に
膨
大
な
数
に
上
っ
た
と
さ
れ
る
。
(
小
松
穂
『
ニ
ュ

l
デ
ィ

1
ル

の
経
済
体
制
』
(
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
六
年
)
五
九
頁
(
巴
・

ω・

ロ
告
白
3
5
8円
え
わ
。
B
E
R
R
-
同匹同芯司、吋
hs~
め
F
6
志
位
h封。
¥
H
b
h

q・ω
-
h
c
向
。
主
将
九
吋
S
H
S
S
N
M
W
M
G
)
よ
り
抜
粋
。
)

同
じ
く
五
月
、
テ
ネ
シ
ー
河
流
域
公
社
法
(
斗
ゆ
5
8
2
〈
丘
町
可

〉
三
宮
門
日
々
〉
♀
)
が
成
立
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
国
営
開
発
事
業

計
画
は
、
例
外
的
に

T
V
A
の
み
が
実
施
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

例
え
ば
証
券
法
に
よ
り
、
証
券
発
行
が
政
府
の
監
視
下
に
お
か

れ
た
。

北法40(4・198)1032

(5) 

6 内

t 
) 

N
L
B
、
N
L
R
B
に
関
し
て
は
、
道
幸
哲
也
『
不
当
労
働
行

為
救
済
の
法
理
論
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
)
を
参
照
。

中
で
も
、
扇
動
的
な
デ
マ
ゴ
ー
グ
と
し
て
、
ヒ
ュ

l
イ
・
ロ
ン

グ
(
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
)
、
コ
グ
リ
ン
神
父
(
ミ
シ
ガ
ン
州
)
、
タ
ウ

ン
ゼ
ン
ト
博
士
(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
)
ら
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
う
ち
ヒ
ュ

l
イ
・
ロ
ン
グ
(
出

z
a
v
E
R
n
o
F。口問)

お
よ
び
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
(
司

E
ロロ山田吋。

4
2閉
め
口
弘
)
に
つ
い
て
は
、

第
二
節
第
一
項
(
一
)
を
参
照
。
と
り
わ
け
、
上
院
議
員
で
あ
っ

た
ロ
ン
グ
の
主
張
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
脅
威
と
な
っ
た
。
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アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

西暦
労働力人口(民間) 就業者数 失業者数 失業率

(千人) (千人) (千人) (%) 

1929 47，757 46，207 1，550 3.2 

30 48，523 44，183 4，340 8.9 

31 49，325 41，305 8，020 16.3 

32 50，098 38，038 12，060 24.1 

33 50，882 38，052 12，830 25.2 

34 51，650 40，310 11，340 22.0 

35 52，283 41，673 10，610 20.3 

36 53，019 43，989 9，030 17.0 

37 53，768 46，068 7，700 14.3 

38 54，532 44，142 10，390 19.1 

39 55，218 45，738 9，480 17.2 

(9) 宮
門
開
-
4
包口市
w
H
V

円)
N
お
叩
・
ま
た
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
運
動
は
、
一
九

三
五
年
社
会
保
障
法
の
制
定
を
促
す
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
左
右
両
派
に
よ
る
ニ
ュ

1
デ
ィ

1
ル
批
判
に
加
え
、

一
九
三
五
年
五
月
、
一
九
三
六
年
一
月
に
相
次
い
で
出
さ
れ
た

N

I
R
A
、
A
A
A違
憲
判
決
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
政
権
に
打
撃
を

与
え
た
。

N
I
R
A
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
へ
の
立
法
権
の
漠
然

と
し
た
委
任
が
権
力
分
立
に
反
す
る
こ
と
、
生
産
自
体
を
規
制
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
州
際
通
商
条
項
に
反
す
る
こ
と
を
理
由

と
す
る
。
ま
た
、

A
A
A
に
つ
い
て
は
課
税
権
限
の
逸
脱
を
理
由

と
す
る
。
前
者
に
つ
き
、
司
白
口
出

g
白
河
町
民
三
口
問
。
。
・
4
・
河
苫
P
N
S

C
・ω・
ω∞
∞
(
冨
ω印)・

ω円
F
m
n
y
Z門
司
O
己
】
門
司
。
0
・〈
-
d
D
-
Z
門同

盟
主
2
・
N

自
白
・

ω・
念
日

(
H
S印
)
・
後
者
に
つ
き
、
口
三
円
包

∞門白一円巾由〈・切口己巾同
J

N
由一吋己・

ω・同(]{由一
w
m
)

・

(
叩
)
一
般
に
、
第
一
次
ニ
ュ

1
デ
ィ

l
ル
と
第
二
次
ニ
ュ

l
デ
ィ

l

ル
、
あ
る
い
は
前
期
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
と
後
期
ニ
ュ

1
デ
ィ

l
ル

と
い
う
区
分
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

て
は
、
一
般
に
一
九
三
五
年
に
お
げ
る
一
連
の
立
法
|
|
ワ
グ

ナ
l
法
、
社
会
保
障
法
、
歳
入
法
な
ど
ー
ー
が
第
二
次
(
後
期
)

ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
の
開
始
時
期
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
後
で
ど

の
よ
う
な
本
質
的
、
性
格
的
変
化
が
み
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
議

北法40(4・199)1033
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論
が
あ
る
が
、
本
稿
は
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
政
策
自
体
の
分
析
を
行

う
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
便
宜
的

に
第
一
次
・
第
二
次
ニ
ュ

1
デ
ィ

l
ル
と
い
う
区
分
を
用
い
る
こ

と
に
す
る

o
F
g
n
y
Rロ
σ
R
m・-ぷ己∞
N
ω
・

(
日
)
し
か
し
な
が
ら
、
財
界
(
富
裕
層
)
の
反
対
の
結
果
、
相
続
税

が
廃
棄
さ
れ
る
な
ど
法
案
は
骨
抜
き
に
さ
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
『
岩

波
講
座
世
界
歴
史
二
七
』
四

O
八

四

O
九
頁
。

(
ロ
)
第
二
項
参
照
。

(
日
)
一
九
三
八
年
現
在
、

c
I
O
は
三
七

O
万
人
、

A
F
L
は
三
四

O
万
人
の
組
合
員
を
擁
し
て
い
た
。

(U)

一
九
三
六
年
選
挙
と
社
会
保
障
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

は
、
第
四
章
で
触
れ
る
。

(
日
)
社
会
保
障
法
に
基
づ
く
課
税
に
そ
の
一
因
が
あ
る
と
の
見
解
が

存
し
た

o
u
c
n
z
g
σ
ロ吋
m・
3
N
E
巴・

(
日
)
そ
の
背
後
に
は
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
影
響
が
あ
っ
た
。
『
岩
波

講
座
世
界
歴
史
二
七
』
四
二
八
頁
。

(
口
)
第
四
章
第
一
節
第
二
項
参
照
。

(m)
従
来
三
分
の
こ
の
多
数
に
よ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
意

味
で
事
実
上
の
「
拒
否
権
」
を
有
し
て
い
た
。

(
日
)
改
革
的
立
法
と
し
て
は
、
一
九
三
八
年
二
月
、
新
た
に
農
業
調

整
法
が
制
定
さ
れ
、
六
月
に
は
公
正
労
働
基
準
法
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
が
最
後
の
改
革
立
法
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
三
九

年
社
会
保
障
法
修
正
法
も
あ
く
ま
で
修
正
で
は
あ
る
が
、
一
定
の

改
革
的
な
内
容
を
有
し
て
い
た
。
同
修
正
法
に
つ
い
て
は
、
第
四

章
で
検
討
す
る
。

北法40(4・200)lO34 

第
二
項
救
済
か
ら
社
会
保
障
へ

前
一
項
で
述
べ
た
よ
う
な
厳
し
い
経
済
状
況
の
下
に
お
か
れ
た
一
九
三

0

年
代
に
は
、
州
、
さ
ら
に
は
連
邦
に
よ
る
公
的
な
所
得
保
障
な
い
し
経
済

保
障
に
向
け
て
の
動
き
が
活
発
化
し
た
。
以
下
で
は
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル

期
に
お
い
て
社
会
危
険
た
る
失
業
お
よ
び
老
齢
に
対
し
て
連
邦
の
本
格
的

な
関
与
が
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
を
改
め
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。
と
り
わ
け
大
不
況
下
に
あ
っ
て
緊
急
な
対
処
を
必
要
と
し
た
「
失

業
」
な
い
し
ユ
一
雇
用
L

政
策
に
つ
い
て
は
、
前
項
で
も
断
片
的
に
触
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
項
で
ま
と
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
雇
用

確
保
(
巾
目
立
O
可

g
g片白
印
印

E
Eロ
円
。
)
を
そ
の
中
心
に
据
え
た
、
後
述
す

る
経
済
保
障
委
員
会

(
C
E
S
)
報
告
書
の
全
体
像
が
よ
り
明
確
に
な
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
期
に
は
、
従
来
公
的
な
貧
困
救
済
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
(
主

と
し
て
労
働
能
力
の
な
い
)
者
に
加
え
、
極
め
て
多
く
の
失
業
者
が
発
生



アメリカにおげる社会保障制度の形成(二)

し
、
彼
ら
(
と
り
わ
け
若
年
層
、
高
齢
者
層
)
の
収
入
の
道
を
閉
ざ
す
こ

と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
銀
行
の
倒
産
、
不
動
産
価
値
の
急
落
、
株
式
・
債

券
の
暴
落
は
、
多
く
の
人
々
の
貯
蓄
を
減
じ
た
。
さ
ら
に
頻
発
す
る
企
業

倒
産
の
嵐
の
中
、
破
産
会
社
は
企
業
(
退
職
)
年
金
給
付
を
履
行
し
得
ず
、

そ
の
数
は
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
二
年
ま
で
の
聞
で
約
一

O
万
人
の
被

用
者
に
及
ん
だ
。
こ
こ
に
至
り
、
従
来
か
ら
地
方
あ
る
い
は
州
政
府
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
公
的
救
済
は
、
そ
の
焦
点
を
次
第
に
労
働
能
力

の
な
い
者
か
ら
失
業
者
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
お
り
か

ら
の
財
政
難
の
下
、
失
業
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
数
は
限
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
連
邦
政
府
に
よ
る
公
的
な
救
済
手
段
の
必
要
性

が
認
識
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
ニ
ュ

1
デ
ィ

l
ル
政
策
上
実
現
さ
れ
て

い
っ
た
。
ま
ず
、
失
業
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
方
及
び
州
に
よ
る
失
業
救
済
の
財

政
的
破
綻
と
い
う
状
況
の
下
、
一
九
三
三
年
五
月
、
連
邦
緊
急
救
済
法

(
司
巾
己
負
白
こ
wgm詔
g
q
岡
山
色
町
民
〉
円
円
)
が
制
定
さ
れ
、
連
邦
政
府
に
よ

る
失
業
救
済
が
開
始
さ
れ
た
。

H
・
ホ
プ
キ
ン
ス
を
長
と
す
る
連
邦
緊
急

救
済
局

(
F
E
R
A
一
司
包
句
色
刷

B
R
m
g
Q一
月
色
町
巾
叫
〉
門
町
H
M
E
U
同
Ea

zoロ
)
は
、
以
後
一
九
三
五
年
に
か
り
て
、
第
一
次
ニ
ュ

l
デ
ィ

1
ル
の
救

済
事
業
の
中
核
と
し
て
、
州
・
地
方
の
失
業
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る

財
政
的
補
助
を
行
な
っ
た
。
州
・
地
方
に
お
げ
る
具
体
的
救
済
方
法
は
、

労
働
を
介
し
て
の
事
業
救
済
な
い
し
授
産
救
済
も
行
な
わ
れ
た
が
、
金
銭

等
に
よ
る
直
接
救
済
が
中
心
で
、
給
付
水
準
は
一
般
に
低
く
、
ま
た
事
実

上
労
働
能
力
の
な
い
者
に
も
そ
の
対
象
を
拡
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
第
一
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、

N
I
R
A
の
限
界
が
明
ら
か
に

な
り
、
左
右
両
派
に
よ
る
批
判
が
な
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
連
邦
政
府
も

新
た
な
救
済
政
策
の
必
要
性
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
後
述
す
る

ル
l
ズ
ベ
ル
ト
の
特
別
教
委
(
社
会
保
障
教
書
)
等
を
経
て
、
一
九
三
五

年
四
月
に
は
、
先
の

F
E
R
A
に
代
わ
っ
て
、
緊
急
救
済
支
出
法
(
開
5
R
E

m
g
q刃
包
ぽ
叫
〉

3
5℃
江
主
芯
ロ
〉
円
同
)
の
下
で
事
業
促
進
局

(
W
P
A
一

巧
R
E
H
M
g
m耳
目
印
〉
仏

S
E
a円
注
目
。
ロ
)
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

連
邦
政
府
に
よ
る
関
与
が
強
化
さ
れ
、
授
産
救
済
に
重
点
を
お
い
た
失
業

救
済
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
(
連
邦
)
支
出
規
模
は
、
一
九
三

0
年
代
に
あ
っ
て
は
、
社
会
保
障
関
係
支
出
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
も
の

と
な
っ
て
い
た
(
表
1
参
照
)
。

次
に
、
公
共
事
業
は
そ
れ
自
体
、
既
に
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
以
前
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
連
邦
事
業
で
あ
っ
た
が
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
期
に
あ
っ
て
は
、

全
国
産
業
復
興
法

(
N
I
R
A
一一
Z
丘一
oロ
包
同
昆

5
E包
河
町
8
4
m
ミ

〉
え
)
の
下
で
公
共
事
業
局

(
P
W
A
一
P
注目
n

d
〈

2
5
〉
円
宮
古
一
回
昨
日
・

昨
日
。
ロ
)
が
組
織
さ
れ
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
建
設
、
治
水
等
の
公
共
事
業
を
実
施
し

た
。
こ
れ
は
、
失
業
者
に
対
す
る
生
活
保
障
と
い
う
効
果
の
面
か
ら
み
れ

北法40(4・201)1035 
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ば
、
失
業
救
済
事
業
と
共
通
性
を
有
し
、
ま
た
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
失

業
救
済
事
業
が
授
産
救
済
に
重
き
を
お
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
雇
一
用

機
会
の
創
出
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
こ
れ
と
共
通
性
を
有
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
失
業
者
と
な
る
確
率
は
、
若
年
層
と
並
ん
で
老
齢
者
層
が
(8) 

最
も
高
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

一
九
三

0
年
代
初
頭
に
は
無
拠
出
制
老
齢
年
金
(
扶
助
)
制
度
が
急
速
に

普
及
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
失
業
救
済
の
場
合
と
同
様
、
州
な
ど
の
費

用
負
担
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
、
お
り
か
ら
の
厳
し
い
財
政
状
況

の
下
、
給
付
制
限
な
ど
が
行
な
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
こ

こ
に
至
り
、
州
レ
ベ
ル
の
救
済
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に
南
部
を
中
心
に
、
州
法
が
未
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
州
も
存
在
し

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
老
齢
保
障
分
野
へ
の
連
邦
政
府
の
参
入
が
切
実
な
問

題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
国
民
の
所
得
保
障
に
連
邦
政
府
が
乗
り
出
す
こ
と
に
対
す
る
要

求
は
、
一
方
で
い
わ
ゆ
る
草
の
根
(
グ
ラ
ス
・
ル

l
ツ
)
に
よ
る
ニ
ュ
ー

デ
ィ

1
ル
批
判
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
知
事
か
ら
上
院
議

員
と
な
っ
た
ヒ
ュ

l
イ
・
ロ
ン
グ
は
、
「
富
の
再
分
配
(
凹

}
g
z

。向

者

g-S)」
運
動
の
中
で
、
年
間
収
入
一
、

0
0
0ド
ル
未
満
で
資
産
価
値

一
万
ド
ル
以
下
で
あ
る
六

O
歳
を
超
え
た
全
て
の
ア
メ
リ
カ
国
民
に
対
し

て
、
連
邦
所
得
税
、
相
続
税
な
ど
の
連
邦
税
か
ら
毎
月
三

0
ド
ル
を
支
給

す
る
と
い
う
計
画
を
発
表
し
た
。
ま
た
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
博
士
は
、
有
給
活

動
信
同
一
丘
三
同
門
件
目
4
i
q
)
に
就
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
年
金
を
三

O
日
以
内

に
費
消
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
二
%
の
取
引
税
(
昨
E
E
R
t
oロ
S
と

か
ら
、
六

O
歳
を
超
え
た
全
て
の
人
々
に
月
額
二

0
0ド
ル
を
支
給
す
る

と
い
う
プ
ラ
ン
を
発
表
し
、
こ
の
プ
ラ
ン
は
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ
情

こ
れ
ら
の
計
画
は
、
国
民
の
注
視
の
的
と
な
っ
た
。
ま
た
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
以
前
社
会
保
険
に
反
対
し
て
い
た
労
働
組
合
な
ど
も
そ
の
立
場
を

変
え
、
社
会
保
障
要
求
の
動
き
に
好
意
的
と
な
っ
た
。

北法40(4・202)1036
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・
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2
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大
不
況
下
に
あ
っ
て
、
老
齢
問
題
よ
り
も
ま
ず
失
業
に
目
が
向

け
ら
れ
た
と
い
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れ
る
。
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冨
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。
ロ
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C
D
-
4
・
。
同
巧
門
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HMBgwzg)
主
ω・

(
3
)

小
松
聴
『
ニ
ュ

l
デ
ィ
!
ル
の
経
済
体
制
』
(
雄
松
堂
出
版
、

九
八
八
年
)
七
五
|
八

O
頁。



アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

表| 連邦政府支出内訳 (1932-9財政年度 (100万ドル)

¥¥¥¥  1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

通常支出

一般行政 756 584 458 562 661 672 701 

国防 664 633 494 663 880 895 980 

退役軍人恩給 973 849 554 604 2，348 1，128 572 

公債利子 599 689 757 821 749 866 926 

農業調整計画 289 712 533 527 362 

i社会保障計画! 42 465 689 

その他 171 96 99 96 96 110 416 

緊急支出

j公共事業! 499 472 625 766 914 1，102 880 

i失業救済 i 360 1，853 2，363 2，372 2，527 1，996 

貸付・出資 873 181 882 424 71 150 104 

公債償還 413 461 360 573 403 104 65 

d口~ 計 4，948 4，325 6，371 7，583 9，069 8，546 7，691 

(Annual Report of the Secretary of the Treasury， 1939， p367， 
平井『大恐慌とアメリカ財政政策の展開J87頁より抜粋)

1939 

770 

1，056 

545 

940 

782 

850 

248 

1，111 

2，677 

231 

58 

9，268 

※1936および37財政年度における退役軍人恩給の急増は、それに先立つてなされた、
いわゆるボーナス(退役軍人恩給)行進などの運動の成果によるものである。

北法40(4・203)1037
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(
4
)
 
こ
の
F
E
R
A
を、

C
C
C
(民
間
資
源
保
存
団
)
と
、
一
時

的
に

C
W
A
(民
間
事
業
局
)
が
補
完
し
た
。
小
松
・
前
掲
書
九

四
頁
。小
松
・
前
掲
書
九
六
|
一

O
五
頁
。
ま
た
F
E
R
A
は
、
金
銭

給
付
の
み
な
ら
ず
、
州
な
ど
に
よ
る
現
物
給
付
を
も
認
め
た
。
同

書
八
九
頁
。
金
銭
給
付
に
の
み
限
っ
た
点
に
、
後
述
す
る
社
会
保

障
法
の
意
義
の
一
つ
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
〉
円
P
R
∞・戸田町

E
ロ』

8
・
-
S志
ミ
N
b
g

匂
言
内
雪
之

gh片
岡
ミ
ミ
mSSHW(ω
け
司
田
口
7

5
ロ
ロ
・
一
君

2
2
σ
-
U
E話
。
。
・

L
2
S
E品・

建
設
土
木
事
業
が
全
体
の
七
八
%
を
占
め
た
。
平
井
規
之
『
大

恐
慌
と
ア
メ
リ
カ
財
政
政
策
の
展
開
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
八
八
年
)

二
九
頁
。

(
5
)
 

(6) 

(7) 
主
と
し
て
、

W
P
A
は
小
規
模
事
業
、

P
W
A
は
大
規
模
事
業

を
中
心
と
し
た
職
務
分
掌
が
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
小
松
・
前

掲
喬
一
一
七
頁
。

第
一
章
第
二
節
第
四
項
参
照
。

一
九
三
五
年
一
月
現
在
、
三

O
州
で
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。

平
均
支
給
月
額
は
、
一
九
三
二
年
の
ニ

0
・
八
ド
ル
を
ピ

1
ク

と
し
て
、
一
九
三
五
年
に
は
一
五
・
六
ド
ル
に
ま
で
低
下
し
た
。

巧
包
括
吋
・
M
J
だ
む
凡
53~山室。~~叫町内定
3.?
司
由
。
句
、
『
島
町
立
-

8 (9) 

(
刊
)

(
日
)
第
二
節
第
一
項
(
一
)
参
照
。

(
ロ
)
第
一
項
会
己
注
8
参
照
。

(
日
)
ロ
ン
グ
は
、
一
九
三
六
年
大
統
領
選
挙
の
有
力
候
補
で
あ
り
、

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
も
こ
れ
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
〉
]
丹
a

saR-M3hお
3
3
s
b
R
S
岡
、

s
a
b
¥
F
S
~
控
室
3
.
?
1
0・

斎
藤
異
「
ヒ
ュ

l
イ
・
ロ
ン
グ
と
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
政
治
」
社
会

科
学
研
究
二
九
巻
五
号
こ
九
七
八
年
)
三
二
頁
。
当

2
2円は、

経
済
保
障
法
案
が
一
九
三
六
年
大
統
領
選
挙
を
に
ら
ん
だ
、
ロ
ン

グ
な
ど
の
背
後
に
あ
る
左
派
の
支
持
を
得
る
た
め
の
保
守
的
政
治

運
動
で
あ
っ
た
と
の
見
方
を
し
て
い
る
。
当

g
S
F
U吋。・

(
川
口
)
同
位
、
七
弓
一
円
、

2
n
y丹
市
ロ
ぴ
包
括
-
Mサ

wdsh吋
h
s
b・
句
。
己
的
問
ゼ
h
N
H
Q
S
h同

hbm
弓
m
g
b
g
N
w
匂芭∞

H
O
C
-
2
・

(
日
)
者

g
z
p旬
開
】
叶

C

l

H

一
〉

ny巾ロ
σ
2
5・
3
口
∞
・
2
・
タ
ウ
ン

ゼ
ン
ト
運
動
に
つ
い
て
は
、
〉
σ
E
Y白
ヨ
出
。
R
N
B
白
P
同

z
b
h
同

3
0
8
s
'

N
S
H
』
向
。
ミ
ミ
S
F
(
∞。
ow目
白
ロ
〉
印
由
。
n
g
R印
WEn-噌

H申
告
)
が

詳
細
で
あ
る
。

(
日
)
例
え
ば
、

A
F
L
は
従
来
、
組
合
活
動
の
自
由
に
対
す
る
制
約

と
な
る
と
い
う
脅
威
か
ら
(
具
体
的
に
は
、
既
存
の
組
合
年
金
な

ど
へ
の
脅
威
等
か
ら
)
、
「
強
制
」
の
契
機
を
有
す
る
公
的
保
険
制

度
の
導
入
に
対
し
、
公
式
に
は
反
対
で
あ
っ
た
が
、
お
り
か
ら
の

北法40(4・204)1038



深
刻
な
経
済
不
況
の
下
で
立
場
を
逆
転
さ
せ
た
。

第
二
節

立
法
過
程

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

前
節
で
は
、
大
恐
慌
の
勃
発
と
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
政
策
、
と
り
わ
げ
失

業
お
よ
び
老
齢
の
分
野
に
お
い
て
連
邦
の
関
与
が
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た

背
景
に
焦
点
を
当
て
た
。
次
に
本
節
で
は
、
連
邦
社
会
保
障
立
法
の
実
現

に
向
け
て
、
大
恐
慌
の
発
生
と
並
ん
で
も
う
一
つ
の
大
き
な
契
機
と
な
っ

た
F
・ル

l
ズ
ベ
ル
ト
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
に
着
目
し
て
、
一
九
三
五
年

社
会
保
障
法
の
立
法
過
程
を
辿
る
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
第

一
項
に
お
い
て
、
社
会
保
障
法
案
(
当
初
は
経
済
保
障
法
案
)
を
作
成
し
、

そ
の
立
法
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
経
済
保
障
委
員
会
に
お
け
る
審

議
と
、
そ
の
報
告
書
の
内
容
・
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
い
で
第
二
項

で
は
、
議
会
公
聴
会
に
お
け
る
議
論
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
議
会

に
お
け
る
審
議
経
過
を
辿
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
一
九
三
五
年
社
会
保
障

法
の
立
法
過
程
に
み
ら
れ
る
特
徴
に
つ
き
、
若
干
の
ま
と
め
を
行
う
。
そ

の
際
、
「
経
済
保
障
法
案
」
が
「
社
会
保
障
法
案
」
と
名
称
を
変
え
た
背
景

に
つ
い
て
も
、
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)
 
本
節
で
は
、
主
と
し
て
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
何
色
豆
口

問
者
X
F
M
z
b
h
u
h
-
h
~
§
S
S
H
ミ
H
F
同
h
r
丸
一
三
川
山
町
内
定
3
.
号
、
与
円
H
W

(
冨
白
色
町
。
ロ
u
d
E
4
・
。
同
ヨ
印
円
。
ロ
白
山
口
司
2
8・
z
g
)
一
〉
丘
町
内
こ
・

〉言吋戸

3
2・
同
ヨ
宮
町
1
0
3
ミ
ミ
討
お
お
ゐ
¥
九
庁
内
定
年
町
民
3
.
A
Y
W

(
冨
白
色
ぽ
B
H
C
E
4
・
。
同
巧
Z
S
E
E
H
M
E
a
-
5
2
)
一
司
M
E
】
出
・

0。ロ

m
g
p
p色
。
~
め
悶
S
3
.
々
3
H言
内
」
ミ
同
町
、
包
お
な
ア

(
Z
m者

J

円
。
晃
一
口
同
p
u
o
H
M
E
P
5
2
)
一
言
〉
包
括
巧
〉

n
Z与
さ
吉
、

句
。
円
&
~
~
叫
同
町
ミ
4
.
守
い
で
一
号
N
.

。
s
h
b
s
h
叫
同
町
せ
ひ
R
O
S
F
(
(
リ
白
ヨ
σ
ュam巾

巴
巳
〈
a

匂
吋
巾
田
∞
-
E
E
)
一
円
白
円
。
-
百
円
・
4

司
2
4
0
F
M
S
同
〈
り
司
法
令
h
s

旬
。
a
b
~
め
町
内
定
3
.
守
・
(
ロ
ロ
『
げ
白
B
-
Z
-
n
-
一
ロ
ロ
r巾
C
E
4
・
同
】
吋
巾
∞
∞
-

]5
∞N
)
・

経
済
保
障
委
員
会

(
C
E
S
)

連
邦
議
会
の
動
き
と
経
済
保
障
委
員
会
の
設
置

従
来
、
社
会
保
険
運
動
は
、
主
と
し
て
州
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
大
不
況
が
州
・
地
方
の
財
政
難
や
公
的
救
済
の
行
き
詰
ま
り

を
招
来
し
た
等
の
事
情
に
よ
り
、
一
九
三

0
年
代
に
入
る
と
連
邦
議
会
レ

ベ
ル
で
、
幾
つ
か
の
法
案
が
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
福
祉
立
法
制
定
の

舞
台
は
、
本
格
的
に
連
邦
議
会
へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
で
も
一
九
三
四
年
に
提
出
さ
れ
た
ワ
グ
ナ

l
H
ル
イ
ス
法
案
は
、
各
州

に
失
業
補
償
法
を
制
定
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
一

O
人

以
上
の
被
用
者
を
擁
す
る
使
用
者
に
対
し
て
総
賃
金
額

(
Z
1♀
ぽ
)
の

第
一
項

北法40(4・205)lO39



研究ノート

五
%
に
あ
た
る
連
邦
税
を
課
す
も
の
と
し
、
連
邦
法
上
規
定
さ
れ
た
一
定

の
要
件
を
満
た
す
州
法
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
失
業
保
険
基
金
に
拠
出
す

る
場
合
に
限
っ
て
、
当
該
連
邦
税
を
控
除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ル
l
ズ
ベ
ル
ト
は
こ
の
法
案
を
支
持
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ

の
法
案
は
廃
案
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当
時
い
わ
ゆ
る
ワ
グ

ナ
l
労
働
争
議
法
案
と
結
び
付
け
ら
れ
た
形
で
、
重
い
負
担
を
課
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
使
用
者
側
か
ら
の
強
い
反
対
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
他

に
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
自
身
、
即
座
に
法
案
を
通
過
さ
せ
る
意
思
が
弱
か
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、
一
つ
に
は
農
務
省
副
長
官
R
・

タ
グ
ウ
エ
ル
(
河
内
見
。
丘
、
『
口
問

4
5
5
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
多
額
の

積
立
金
が
大
恐
慌
の
困
窮
状
態
を
よ
り
一
層
悪
化
さ
せ
る
と
の
指
摘
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
失
業
補
償
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
包
括
的
な
社
会
保
障

立
法
を
行
う
時
期
が
熟
し
た
と
の
見
方
に
も
影
響
を
受
け
た
。
お
り
し
も
、

当
時
連
邦
議
会
で
は
、
ワ
グ
ナ

l
H
ル
イ
ス
法
案
と
と
も
に
、
一
九
三
二

年
に
は
じ
め
て
の
連
邦
老
齢
年
金
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

デ
イ
ル
H

コ
ネ
リ
l
法
案
が
、
再
度
上
程
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
法
案
は
、

各
州
の
老
齢
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
費
用
の
三
分
の
一
を
連
邦
補
助
金
と
し
て

支
払
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
既
に
下
院
を
通
過
し
、
上
院
で
審
議
さ
れ

て
い
た
。
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
よ
り
包
括
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る

た
め
の
研
究
期
間
を
お
き
、
さ
ら
に
世
論
が
熟
す
の
を
待
つ
た
め
、
こ
れ

ら
の
法
案
に
つ
き
会
期
中
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
な
く
、
次
期
連
邦
議
会

に
改
め
て
包
括
的
な
法
案
を
提
出
す
る
意
思
を
固
め
た
も
の
と
み
ら
れ

る。

北法40(4・206)1040

一
九
三
四
年
六
月
八
日
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
連
邦
議
会
に
対
し
特
別

教
書
(
い
わ
ゆ
る
社
会
保
障
教
書
)
を
送
付
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
そ
の

態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。

我
が
国
の
憲
法
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
連
邦
政
府
が
と
り
わ
け
「
公

共
の
福
祉
を
促
進
す
る
た
め
に
L

設
立
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
福

祉
が
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
保
障
手
段
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
我
々
の

明
白
な
義
務
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
人
生
に
お
り
る
諸
々
の
大

き
な
障
害
要
因
の
う
ち
の
幾
っ
か
、
と
り
わ
け
失
業
と
老
齢
に
か
か
わ

る
も
の
に
対
し
て
、
直
ち
に
保
障
を
与
え
る
よ
う
に
促
し
得
る
有
効
な

手
段
を
模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
州
と
連
邦
政
府
と
の
聞
に
、

最
大
限
の
協
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
ず
る
。
最
大
限
の
注
意
を

払
っ
て
、
私
は
、
第
七
四
連
邦
議
会
で
審
議
す
る
た
め
の
プ
ラ
ン
の
策

定
に
当
た
っ
て
必
要
な
保
険
数
理
上
お
よ
び
そ
の
他
の
調
査
研
究
を
開

始
し
た
。
私
に
は
、
住
居
の
保
障
、
生
計
手
段
の
保
障
、
社
会
保
険
の

保
障
と
い
う
三
つ
の
目
的
が
、
ア
メ
リ
カ
国
民
に
提
供
し
う
る
最
小
限

の
公
約
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
労
働
の
意
思
あ
る
全



て
の
国
民
お
よ
び
そ
の
家
族
に
帰
属
す
る
権
利
で
あ
り
、
既
に
救
済

(
吋
巾
]
ぽ
同
)
、
回
復
(
吋
巾

8
4
0弓
)
、
再
建
(
『
巾
円
。
ロ

2
2
2
2ロ
)
の
た
め
に

採
ら
れ
た
方
策
の
必
須
の
帰
結
で
あ
る
。

こ
の
教
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
寸
公
共
の
福
祉
を

促
進
す
る
た
め
」
の
保
障
(
凹

R
R庄
司
)
手
段
を
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
い

た
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
住
居
の
保
障
に
つ
い
て
は
、
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

な
っ
て
い
た
住
宅
立
法
の
成
立
を
促
し
、
第
二
の
生
計
手
段
の
保
障
(
雇

用
機
会
の
創
出
)
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
五
年
緊
急
救
済
支
出
法
に
よ
る

W
P
A
の
失
業
救
済
と
、

P
W
A
に
よ
る
公
共
事
業
の
組
織
化
(
と
り
わ

け
全
国
資
源
委
員
会

Z
R
Zロ
包
月
四
回

OC円円巾印
(
U
O
B
B
E
2
の
設
立
)
を

行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
社
会
保
険
に
よ
る
諸
々
の
社
会
危

険
に
対
す
る
保
障
は
、
社
会
保
障
法
の
制
定
と
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
連
邦
政
府
を
頂
点
と
す
る
公
的
な
所
得
保

障
な
い
し
経
済
的
保
障
制
度
を
、
単
に
社
会
保
険
等
の
公
的
給
付
の
み
な

ら
ず
、
住
宅
保
障
や
(
労
働
能
力
の
あ
る
者
に
対
す
る
)
雇
用
機
会
の
創

出
と
い
っ
た
一
定
の
雇
用
保
障
を
も
含
む
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ

と
が
伺
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
諸
々
の
社
会
危
険
の
う
ち
、

と
り
わ
け
失
業
と
老
齢
と
い
う
こ
つ
に
焦
点
を
お
い
て
い
た
こ
と
、
連
邦

と
州
と
の
協
力
関
係
や
社
会
保
険
の
導
入
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
特
別
教
書
が
出
さ
れ
た
後
の
六
月
二
九
日
、
主
と
し
て
右
に
述
べ

た
第
三
の
保
障
(
社
会
保
険
な
ど
)
を
実
現
す
る
た
め
、
大
統
領
命
令

(開

5
2
t
4巾
O
丘
四
叶
)
六
七
五
七
号
に
よ
り
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
レ
ベ
ル
の
経

済
保
障
委
員
会
(
わ
。

s
E
R
2
。
口
開

S
S
E
-
n
ω
巾
2
5
1
が
設
置
さ

れ
た
。経
済
保
障
委
員
会
(
以
下
、

C
E
S
と
略
称
す
る
)
は
、
労
働
長
官
(
委

員
長
、

F
・パ

l
キ
ン
ス
H
司

E
R
g
H
M
R
Eロ
凹
)
、
財
務
長
官

(
H
・モ

l

ゲ
ン
ソ
!
日
出

g
弓
冨

O片岡
g
F
E
)
、
司
法
長
官

(
H
・
カ
ミ
ン
グ
ス
H

図。

B
R
の。

g
s
z
m印
)
、
農
務
長
官

(
H
・
ウ
ォ
レ
ス
H
田
町
ロ
ミ
名
曲
]

e

g
n巾
)
、
連
邦
緊
急
救
済
局
長
官

(
H
・
ホ
プ
キ
ン
ス
H
出
向
ミ
ロ
。
℃
主
ロ
凹
)

の
五
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
そ
の
任
務
は
、
大
統
領
命
令
に
よ
れ
ば
、

個
々
人
の
経
済
保
障
に
関
わ
る
諸
問
題
を
研
究
し
、
遅
く
と
も
一
九
三
四

年
一
二
月
一
日
ま
で
に
大
統
領
に
報
告
書
を
提
出
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

ま
た
、
補
助
機
関
と
し
て
経
済
保
障
諮
問
委
員
会
(
〉

a
i
gミ
【

UCEn--

g

開
B
E
E
n
ω
R
R
5
)
、
経
済
保
障
技
術
委
員
会
(
吋

R
Y
E
S
-

∞S
E
C同開
8
5
E
n
p
g岳
山
、
)
、
事
務
局
長
(
良
市

2
包
括

&
2
2
0円)

お
よ
び
そ
の
補
助
ス
タ
ッ
フ
が
お
か
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
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1 

一
九
三
四
年
に
は
、
翌
年
違
憲
判
決
を
受
け
た
も
の
の
、
鉄
道

職
員
退
職
年
金
を
支
給
す
る
鉄
道
退
職
年
金
法
(
何
回
一
可
。
旦

岡山内山昨日吋巾
5
8仲
〉
♀
)
が
成
立
し
て
い
る
。

(
2
)
 
こ
の
税
控
除
方
式

(
E
v
n
i
。
片
岡
由
巳
立
白
ロ
)
は
、

制
定
さ
れ
た
連
邦
相
続
税
法
で
用
い
ら
れ
た
手
法
を
採
用
し
た
も

の
で
あ
り
、
既
に
連
邦
最
高
裁
が
憲
法
判
断
を
下
し
て
い
た
0

2
。
ユ
含
〈
・
宮
巾

-ZPMac-ω
ロ
・
こ
の
方
式
は
、
一
九
三
五
年

社
会
保
障
法
に
お
い
て
も
最
終
的
に
採
用
さ
れ
た
。
詳
細
は
第
三

章
第
三
節
第
二
項
参
照
。

。
。
ロ
色
白
印
に
よ
れ
ば
、
給
付
額
が
比
較
的
低
く
抑
え
ら
れ
、
ま
た

基
金
の
形
式
(
州
単
位
か
企
業
毎
か
)
が
州
法
の
任
意
に
委
ね
ら

れ
た
背
景
に
は
、
既
に
成
立
し
て
い
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
法
を
連

邦
法
の
下
で
有
効
に
存
続
さ
せ
る
と
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
。
。
己
m
U∞
:pahh~山町内定
3.守
凡

s
h
p
m
qミ
同
町
、
め
ENgwH)N印・

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
に
お
い
て
も
同
様
の
配
慮
が
な
さ
れ

た。

一
九
一
一
一
年
に

(
3
)
 

4 

3
m
o
o田
巾
〈
巾
]
同
巳
円
肉
巾
印

者。ユ内

-口問己吋白ロ円巾
J

〉
「
同
S

M3RS8・
冨
R
-
N品

E
2・
E-
こ
の
公
開
質
問
状
の
中
で
ル

l
ズ

ベ
ル
ト
は
、
保
険
あ
る
い
は
準
備
基
金
(
叶

g
R話
E
E
m
)
が
実

施
さ
れ
れ
ば
、
大
恐
慌
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
克
服
で
き
る
わ
け
で

句。司、静

は
な
い
に
せ
よ
、
た
と
え
少
額
の
給
付
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者
に

困
窮
状
態
を
凌
が
せ
、
購
買
力
を
高
め
、
ま
た
同
時
に
そ
の
モ
ラ

ル
を
高
め
、
さ
ら
に
そ
の
効
果
は
個
人
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、

経
済
機
構
全
体
の
安
定
化
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

と
述
べ
て
い
る
。

(5)

巧
E
P
同ヨ言

b
g
h
h
Dも
さ
s
h
b
¥
H
F同
匂

R
S
N
~
U
S
3
.台
、
凡
曲
円
デ

uuh悼
印
一
口
。
ロ
m-由mr
円】一山由・

(6)

こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
経
済
に
デ
フ
レ
効
果
を
も
た
ら
す
も
の

と
考
え
ら
れ
た
0

4
司
芹
件
A
Y
U
印・

同
，
巾
凶
件
。
岡
田
匂
巾
巾
nr
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ヴ
S 
) 

(8) 

ゎ。ロ
m-

(
∞
』
ロ
ロ
・

]戸由
ω
k
F
)

同ロ

月
四
円
・

同】匂
H
O
吋E
U
|
}

吋同・

(
9
)

ヨ
5
・苦
N

C

H

N

・
8
胃

Ew--

(叩

)
C
E
S
が
設
置
さ
れ
た
同
日
、

P
W
A
に
全
国
資
源
委
員
会

(
N

R

B
一一
Z
巳
宮
口
同
】

m
g
o
z司
nom
切
O
白
丘
、
後
の

N
R
C
一

Z
え
芯
ロ
由
一
周
巾
凹
O
ロ『∞

g
n。
5
5
x
g
m
)
も
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
委

員
会
は
、
六
月
八
日
の
特
別
教
書
で
述
べ
ら
れ
た
第
二
の
保
障
に

対
処
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
っ
た
。
大
統
領
は
、

C
E
S
と
N
R

B
が
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
両
者
の
現
実
の

関
係
は
そ
れ
ほ
ど
密
接
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。



」
「
守
弘
札

"
Z
H・
な
お

N
R
B
は、

C
E
S
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
ス

タ
ッ
フ
と
資
金
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
も
、
後
述
す
る
よ

う
に
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
が
一
雇
用
確
保
を
第
一
義
に
お
い
て
い
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

経
済
保
障
委
員
会
に
お
け
る
審
議

(i)

経
済
保
障
委
員
会
の
任
務

社
会
保
障
教
室
百
の
中
で
示
唆
し
た
通
り
ル

1
ズ
ベ
ル
ト
は
、
既
得
権
と

し
て
の
意
識
を
国
民
に
与
え
る
こ
と
と
、
財
政
的
に
安
定
し
た
制
度
で
あ

る
と
い
う
信
念
か
ら
、
失
業
と
老
齢
に
ま
た
が
る
包
括
的
な
拠
出
制
社
会

保
険
制
度
の
確
立
を
望
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
立
法
作
業
の
実
質
的

な
中
核
と
な
る
事
務
局
長
に
は
、

E
・
ウ
イ
ッ
ト
(
何
門
Z
E
何
巧
草
巾
)

が
任
命
さ
れ
た
。

当
初
か
ら
、

C
E
S
の
任
務
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
調
査
研
究
に
と
ど

ま
ら
ず
、

(
1
)
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た
経
済
保
障
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を

包
含
す
る
包
括
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、

(
2
)
次
期
連
邦
議
会
に
上
程
す
る
こ

と
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
問
題
に
限
定
し
た
即
効
的
立
法
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
策
定
と
い
う
二
つ
が
考
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
後
者
の
み
に
限
定
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
技
術
委
員
会
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
ス
タ
ッ
フ
の
任
務
に
関
す
る
予
備
的
概
略
(
型
巾
'

( 

ー
) 

日
目
白
古
田
弓
。
三

-ZE)ご
『
巾

ω
g民
)
L

と
題
す
る
報
告
に
よ
れ
ば
、
ス
タ
ッ

フ
の
役
割
に
関
す
る
一
般
的
な
考
え
方
が
次
の
よ
う
に
極
め
て
広
範
な
形

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
委
員
会
が
主
た
る
関
心
を
払
う
べ
き
研
究
分
野
は
、
要
扶
養
状
態

宣
告
巾
ロ
己

gq)
や
貧
窮
(
忌
印
可

ga)
に
陥
る
こ
と
か
ら
個
人
を
守
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
社
会
保
険
(
災
害
保
険
、

健
康
保
険
、
障
害
(
{
門
戸
〈
同

E-Q)保
険
、
失
業
保
険
、
退
職
年
金
保
険
、

遺
族
保
険
、
家
族
手
当
、
出
産
手
当
て
失
業
者
に
対
す
る
雇
用
機
会
の

創
出
の
問
題
、
お
よ
び
適
切
な
職
業
訓
練
と
い
っ
た
こ
と
を
含
む
。
」

「
こ
れ
ら
の
分
野
に
つ
き
、
研
究
は
、
以
下
の
諸
点
に
添
っ
て
な
さ
れ

る
こ
と
を
要
す
る
。

-
(
現
在
効
力
を
有
し
て
い
る
保
護
手
段
の
コ
ス
ト
を
含
む
)
個
人

の
直
面
す
る
幾
つ
か
の
社
会
危
険
に
つ
い
て
の
現
在
の
事
実
的
状

況
2 
与

2雪
と吋
いの
経つ 去す
問忠

害弱
21果
川と
す
実る
施
あ
h 可

ろ態
ぺ山
をき
含
各
種主
一個
般人
的に
な保
ア障
プを

北法40(4・209)1043

ロ
1
チ
の
方
法

3 

あ
ら
ゆ
る
主
要
な
社
会
保
険
の
形
式
、
労
働
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど

を
含
む
、
経
済
保
障
の
た
め
の
一
定
の
提
案

真
塾
な
考
慮
が
払
わ
れ
る
べ
き
手
段
に
つ
い
て
の
財
源
上
の
措

4 



研究ノート

置
5

経
済
保
障
の
た
め
に
勧
告
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
憲

法
上
の
あ
る
い
は
法
律
的
側
面
L

実
際
、

C
E
S報
告
書
は
、
後
述
の
通
り
社
会
保
険
に
と
ど
ま
ら
ず
、

国
民
の
経
済
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
包
括
的
な
勧
告
を
行
な
っ
て
い
る
。

技
術
委
員
会
の
設
置

大
統
領
命
令
に
よ
れ
ば
、
技
術
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
各
省
、
行
政
機

関
か
ら
選
任
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て

C
E
S
が
処
理
す
べ
き
主

要
な
問
題
に
つ
き
、
技
術
委
員
会
の
も
と
に
、
一
、
執
行
委
員
会
自
足

2
・

包
括
わ
。
B
B芹
宮
市
)
、
二
、
失
業
保
険
、
三
、
老
齢
保
障
、
四
、
公
的
雇
用

お
よ
び
公
的
救
済
、
五
、
医
療
と
い
う
五
つ
の
委
員
会
が
お
か
れ
、
事
務

局
長
お
よ
び
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
な
さ
れ
る
全
て
の
勧
告
は
、
ま
ず
執
行
委

員
会
と
特
定
の
問
題
に
関
す
る
小
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
審
議
に
付
さ
れ

た。

(

u

n

)

 

技
術
委
員
会
は
、

C
E
S
に
対
し
公
式
の
予
備
報
告
を
行
な
っ
た
が
、

最
終
報
告
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
後
述
の
通
り
、
最
大
の
論
点
で
あ
っ

た
失
業
補
償
の
運
営
形
式
に
つ
き
、
主
要
選
択
肢
を
紹
介
、
検
討
し
た
報

告
書
を
提
出
し
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
未
だ
結
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

(
出
)
ス
タ
ッ
フ
の
選
出

大
統
領
命
令
に
よ
れ
ば
、
ス
タ
ッ
フ
は
調
査
研
究
を
直
接
担
当
す
る
も

の
と
さ
れ
、
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
が
任
命
さ
れ
た
。
ス
タ
ッ
フ
は
一
一
月
一

日
ま
で
に
最
終
報
告
書
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
が
、
結
局
期
日

ま
で
に
ス
タ
ッ
フ
報
告
は
完
成
せ
ず
、
さ
ら
に
、
最
終
的
な
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ

ト
と
さ
れ
た
一
二
月
二
四
日
に
な
っ
て
も
、
主
要
な
も
の
で
は
児
童
福
祉

(
n
E
E
さ

a
p司
巾
)
、
雇
用
機
会

(OB立
。
可
自
巾
三

O匂
旬
。
円
吉
区
昨
日
巾
印
)
、
疾

病
の
経
済
的
リ
ス
ク
(
門
町
巾
巾

gロ。
B
W
ユ
∞
宮
丘
一
ロ
ロ
B
印
)
に
つ
い
て
の

報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
大
統

領
に
対
し
、
そ
の
勧
告
案
の
概
略
が
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

そ
の
他
の
分
野
の
報
告
書
は
、
後
日
正
式
に
提
出
さ
れ
た
が
、

C
E
S

は
こ
れ
を
待
た
ず
に
そ
の
報
告
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
た
め
ス
タ
ッ
フ
は
、

基
本
的
に
は
最
終
報
告
に
よ
っ
て
直
接
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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(
-
W
)

全
国
経
済
保
障
会
議

大
統
領
命
令
に
よ
れ
ば
、
諮
問
委
員
会
は
、
寸
そ
の
研
究
の
視
野
に
入
る

あ
ら
ゆ
る
諸
問
題
の
審
議
に
あ
た
り
委
員
会
を
補
佐
L

し
、
政
府
機
関
の

外
部
の
人
々
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
具
体
的

内
容
に
つ
い
て
は
何
ら
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
議
論
の
末
、
最



アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

終
的
に
は
大
統
領
の
決
断
に
よ
り
、
全
国
規
模
の
会
議
と
小
人
数
の
諮
問

委
員
会
の
双
方
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
全
国

規
模
の
大
人
数
か
ら
な
る
組
織
で
あ
る
全
国
経
済
保
障
会
議
(
円

Z

Z
白
色
。
ロ
色
。
。
丘
四
円
巾
ロ
円
巾

O
口
開
noロ
O
B
W
ω
巾
ロ
ロ
ユ
ミ
)
は
、
一
一
月
一
四

日
に
聞
か
れ
た
が
、
こ
の
日
の
会
議
で
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
が
行
っ
た
演
説
に

つ
き
、
老
齢
保
障
に
対
す
る
姿
勢
が
消
極
的
で
あ
る
と
の
評
価
が
マ
ス
コ

ミ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
寸
私
に
は
、
老
齢
保
障
に
関
す
る

何
ら
か
の
連
邦
立
法
が
制
定
さ
れ
る
べ
き
時
期
な
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い。
L

と
の
発
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
が
、
法
案
の
起
草
過
程
の
初
期
に
は
、

大
統
領
と
連
邦
議
会
は
老
齢
保
険
に
つ
い
て
の
考
慮
を
棚
上
げ
に
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
確
か
に
、
事
務
局
長

ウ
イ
ッ
ト
を
は
じ
め
、

C
E
S
の
審
議
過
程
に
お
い
て
は
、
失
業
補
償
制

度
と
そ
の
具
体
的
運
営
方
法
に
主
た
る
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
、
こ
の
発
言
に
対
す
る
一
連
の
マ
ス
コ
ミ
等
に
よ
る
圧
力
が
、

老
齢
保
障
立
法
の
実
現
を
促
進
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

な
お
、
上
述
の
発
言
に
続
い
て
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い場。。
「
空
想
的
な
計
画
を
推
し
進
め
る
組
織
が
、
実
現
可
能
と
は
思
わ
れ
な

い
希
望
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
。
彼
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、
安
定
的
な
立

法
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
の
困
難
が
増
し
た
。
し
か
し
、
私
は
、
早

晩
(
広
江
口
凶
巾
)
、
老
人
に
真
の
保
障
を
与
え
る
た
め
の
安
定
し
た
統
一
的

な
制
度
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
」

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
こ
の
当
時
多
く
の
支
持
者
を
擁
し
て
い
た
タ
ウ
ン

(
日
)

ゼ
ン
ト
プ
ラ
ン
へ
の
攻
撃
を
意
図
し
た
発
言
で
あ
っ
た
。

経
済
保
障
諮
問
委
員
会

諮
問
委
員
会
の
組
織
と
し
て
、
全
国
経
済
保
障
会
議
と
と
も
に
設
け
ら

れ
た
小
人
数
の
組
織
が
経
済
保
障
諮
問
委
員
会
(
〉
号

-g弓
ゎ
。

5
ロロ

o口

開

gロ
O
B
K
ω
巾
2
ュ
々
)
で
あ
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
大
統
領
自
身
に
よ
っ
て

選
ば
れ
た
が
、
議
長
は
、
南
部
か
ら
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う

の
も
南
部
は
、
社
会
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
最
大
の
反
対
を
受
付
る
地
域
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
結
局
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
リ
ー
ナ
大

学
の

F
・
P
-
グ
ラ
ハ
ム
(
早
田
口
}
内
同
Y
の
E

Y
曲
目
)
が
議
長
に
選
ば
れ
た
。

そ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
(
議
長
を
含
め
)
労
使
各
五
名
の
代
表
、

お
よ
び
一

O
名
の
公
益
代
表
が
選
出
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
二
三
名
と

な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
構
成
員
は
ま
た
、
地
理
的
に
見
る
と
、
議
長
に
つ
い

て
は
配
慮
さ
れ
た
も
の
の
、
半
数
が
「
先
進
的
」
な
州
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
か
ら
選
ば
れ
る
な
ど
片
寄
り
が
見
ら
れ
た
。

諮
問
委
員
会
の
最
終
報
告
書
は
二
一
月
一
八
日
に

C
E
S
に
提
出
さ
れ

た
が
、
こ
の
時
点
で
は
既
に

C
E
S
で
も
そ
の
報
告
書
の
最
終
的
な
準
備

( 

V 

北法40(4・211)1045 



研究ノート

段
階
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
連
邦
議
会

公
聴
会
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
後

(
問
}

述
す
る
よ
う
に
、
提
出
さ
れ
た
法
案
に
つ
い
て
は
失
業
補
償
の
運
営
方
式

が
争
点
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
議
会
で
は
、
よ
り
連
邦
の
関
与

の
度
合
い
が
小
さ
い
(
運
営
は
州
が
行
う
)
税
控
除
方
式
で
さ
え
も
、
な

お
過
剰
な
連
邦
の
関
与
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

諮
問
委
員
会
の
多
数
意
見
が
推
し
た
と
こ
ろ
の
、
よ
り
連
邦
の
関
与
の
度

合
い
が
大
き
い
(
連
邦
が
運
営
に
関
与
す
る
)
補
助
金
方
式
に
関
心
が
も

(
凶
)

た
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(
1
)
 
と
昨
日

aq-M3雪
3
3
5夜空間州、
s
a
ミ
.
N
U
R定

年
S3.岳、

℃]{]「

(
2
)
 
巧
-
R
F
M
Z常

b
g同町
D
も
さ
室
町
ミ
H
常
陸
町
礼
町
内
~
山
町
内
定
3.母、み町内・

同
)
同
)
]
{
叶

1
1
∞・

(
3
)
 
ウ
イ
ッ
ト
は
当
時
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
お
り
、
ウ
ィ
ス
コ

ン
シ
ン
州
産
業
委
員
会
失
業
補
償
部
会
長
で
あ
っ
た
。
技
術
委
員

会
議
長
と
な
っ
た
ア
ル
ト
メ
イ
ヤ
!
と
と
も
に
、
こ
の
こ
と
は
、

立
法
化
に
あ
た
り
、
社
会
保
険
の
寸
予
防
」
的
機
能
を
重
視
す
る

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
学
派
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

(
4
 
d
F
1
F同

45・
同

)
N
0
・

H
F
h門
戸
℃
℃
N
H
|
l
N
・

5
)
 

6 

-
w

閉山巾
H
M
O
叶
件
。
同
忌
巾
斗
巾
円
}
百
円

g-
∞
O
同
門
色
。
ロ
吾
巾
冨
と
。
吋

〉
1
2ロ丘一〈
2

2
白
ロ
印
問
。
司
吾
巾
〉
門
同
日
山
口
目
的
可
白
色
。
口
。
同
ピ
ロ
』

( 

円

t 

m
g同)}。山元同町口同円ロ回口門田口円巾
¥
.
C・ω
-
n
oロ肉吋巾
g
Zロ
釦
]
出
巾
由
江
口
問
団

σ
え

0
5
5巾
わ
。
B
E
R
g
o
o口
出
口
問
ロ
ロ
巾
w
C・ω・
∞
自
己
少
記
吾

。。ロ
m
-
w
H
注
目
自
由
-
w
O
ロ
ω
-
H
H
ω

。
(
以
下
、
国

g江
口
問
印
。
ロ
∞
-
H
H
ω

。

と
略
述
す
る
)
・

3ω
邑
1
2・
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
①
連
邦
直

轄
制
度
、
②
補
助
金
方
式
に
よ
る
連
邦
H
州
共
管
制
度
、
③
税
控

除
方
式
に
基
づ
く
連
邦
H
州
共
管
制
度
の
各
々
に
つ
き
、
連
邦
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
度
合
の
強
弱
の
問
題
と
し
、
③
が
好
ま
し
い
と

し
な
が
ら
も
、
最
終
的
な
決
断
は

C
E
S
に
委
ね
て
い
る
。
各
方

式
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
三
節
第
二
項
参
照
。

ポ』
N
-

同一円四
w

旬開
}
A
F
O
I
l
]
「

8 

封
。
。
∞
巾
〈
巾
耳
切
回
同
・
凹
盟
問
ロ
∞

Z
。
当
同
。
吋
∞
吋
。
白
色

ω
o
n山田-句司。
ma

耳目印一

ω
2
W印】。
σ
E
E
Eロ
2
。ロ】

F
.
2・州、・

3sa-z。〈・

9 
](印
w

]

{

申
ω
A
F
-
-】
]
{
・

〉
円
宮
市
ロ
σ白ロ
Bw
句
。
司
令
同
め
町
内
H
a
w
、M.守一ーでか札口
o
s
h
b
誌
、
同
町
せ
m
h
m
o芯
hp

U
N
0
・

(
叩
)
ア
ル
ト
メ
イ
ヤ

1
も
、
ル

1
ズ
ベ
ル
ト
は
失
業
保
険
が
最
高
順
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位
を
有
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。
〉

}ZH巾山、
2
・

1ω
・
な
お
、
こ
の
演
説
で
は
、
健
康
保
険
が
先
送
り
に
な
る
こ
と

に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

z・J
へ・、
H
4
5巾m
w
Z
O〈

5
・

アメリカにおける社会保障制度の形成(二)

]{山田
ωAF.
同
】
]
「

(
日
)
〉
ユ
F
R
関

gnFF.-司
o-xw色
白
色
。
}
巾
〉
江
田
巾
田
町
2
5
ω
。
nz-

r
g円一々
ω宮
内
ny--
弓
・
吋
・
討
さ
8
・
Z
O〈
-
M
c
w
-
S
P
E
C・

(ロ
)

2・
M
J
M
d
S
8
・
2
0
4
・
5
・
3
E・
E-

(日

)
C
E
S
に
は
、
毎
日
約
一
、
五

O
O通
も
の
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
プ

ラ
ン
支
持
者
か
ら
の
手
紙
が
届
い
て
い
た
。
当
-
R
P
E品

(
凶
)
実
際
、
南
部
の
議
員
は
、
実
効
的
な
所
得
保
障
手
段
の
導
入
を

州
権
に
対
す
る
脅
威
と
し
て
受
け
止
め
、
例
え
ば
老
齢
扶
助
に
対

す
る
受
給
権
保
障
規
定
の
設
定
を
拒
否
す
る
な
ど
、

C
E
S
法
案

に
対
し
反
対
の
動
き
を
示
し
た
。
第
二
項
参
照
。

(
日
)
当
然
そ
の
代
表
が
選
出
さ
れ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
選
出
さ

れ
な
か
っ
た
と
す
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
不
満
が
生
じ
、
貧
窮
者
と

の
直
接
的
な
日
常
的
接
触
の
あ
る
人
々
、
す
な
わ
ち
、

へ
ン
リ

l

ス
ト
リ
ー
ト
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の

H
・ホ

l
ル
(
出
色
町
口
出
丘
一
)
と
、

シ
カ
ゴ
共
同
慈
善
協
会
の

J
・
D
-
ハ
ン
タ
ー
己
。
巾
-
0・
同
ロ
ロ
芯
『
)

が
追
加
さ
れ
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
と
し
て
J
・
A
-
ラ

イ
ア
ン
司
教
己
。
F
ロ
〉

-ga一
口
)
と
、
同
じ
く
財
務
副
長
官
に
転

出
し
た
ロ
ツ
ホ
に
代
わ
り

E
・
モ
リ
セ
イ
(
巴

-sσ
丘
町
冨
。
耳
目
印
目

認
可
)
が
加
え
ら
れ
た
。

(
日
)
当

E
P
害
担
|
品
・

(口)
19 18 

ョ
月
四
句
。
ユ
O
同
仲
町
内
〉
円
円
三
印
。
ミ
。
。
ロ
ロ
門
口
件
。
同
町
巾
の
。

B
B
E巾巾

。ロ
H
W

円。口。
s-nω
町内ロュ
3
J
U巾
n
-
z・
5ωAP¥w~dEH)円}]巾虫色丹

ω
g円巾
B
mロ
g
g
p
m
m巾旬。
3
1
出
向
山
江
口
問
由

O
ロ

ω・
H
H
ω
c
・

3

N

N
∞
|
句
"
ω
営、
|ω
少

d
・ω・〔
U

。ロ
m
Z
E
S
E
-
出

gユロ
mm

z
r
z
s巾
わ
。

B
B
5
2
0口
当
者
間
同
昆
冨

gロタ
C
・ω・

出
。
ロ
印
巾
O
問
問
巾
匂
吋
巾
田
町
ロ
冨
丘
〈
タ
一
-
品
一
同
町
円
U
O
D
m
-
w
H
2
印巾凹印・・。ロ出・同州・

白
N

O

(
以
下
、
国

gユロ
m
m
cロ
戸
田
川
・
白
N
C

と
略
述
す
る
)

w

同)匂∞叶

H
I
S
-
失
業
補
償
の
運
営
方
式
に
つ
き
九
対
七
の
採
決
に

よ
り
補
助
金
プ
ラ
ン
を
勧
告
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

本
節
第
二
項
お
よ
び
第
三
章
第
三
節
第
二
項
な
ど
を
参
照
0

4
司津門巾・同)同)品。
l
l
N
・
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Chapter 1 The Struggle for Social Security 

From Poor Law to Social Work 

1 The Period of Poor Law 

2 From Outdoor Relief to Institutional Care 

3 The Development of Charity Organization Movement 

4 The Formation of Social Work 

II Social Insurance Movement in the 20th Century 

1 Worker's Compensation 

2 Health Insurance 

3 Unemployment Compensation 

4 Old-Age Pension 

5 Other Categories 

Chapter 2 Legislative Process of Social Security Act of 1935 

The Background of Social Security Act 

1 The Depression and the New Deal 

(1) The Depression and Hoover 

(2) Roosevelt and the New Deal 
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II Legislative Process 
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(1) The Congressional Trends and The Establishment of CES 

(2) The Consideration in CES 

(to be continued) 

In Chapter 1， a history of social welfare in the U. S.， from the colonial times 

to the 1920's， is explained. Especially， 1 surveyed social insurance movement of 

the 1910's and 20's in detail. 

In Chapter 2 -1 ， as the background of Social Security Act， the economica! 

situation after the great crash of 1929 and the policy executed by H. C. Hoover and 

F. D. Rooseve!t are exp!ained. Then 1 payed special attention to unemp!oyment 

re!ief and public work. They are closely connected with social security programs. 
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